
産業建設常任委員会審査日程 
 

日 時  令和５年１２月５日（火） 

午前９時 

場 所  第１委員会室       

 

～審査内容～ 
 

１ 議案第７３号 令和５年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計補正

予算（第２回）について                   （公営） 

 

２ 議案第７４号 令和５年度山陽小野田市下水道事業会計補正予算（第１

回）について                        （下水） 

 

３ 議案第８２号 山陽小野田市下水道条例の一部を改正する条例の制定につ

いて                            （下水） 

 

４ 議案第６９号 令和５年度山陽小野田市駐車場事業特別会計補正予算（第

１回）について                       （都計） 

 

５ 議案第８９号 竜王山公園オートキャンプ場の指定管理者の指定について                   

（都計） 

 

６ 議案第９０号 北部地区都市公園外施設の指定管理者の指定について 

（都計） 

 

---------- 一般会計予算決算常任委員会産業建設分科会終了後 ---------- 

 

７ 陳情・要望書について 



令和５年度 ⼭陽⼩野⽥市下⽔道事業会計補正予算（第１回）について

◆収益的収入及び支出
（収入） （単位︓千円）

予算現額 12月補正額 補正後予算額 補正内容

1 下⽔道事業収益 1,927,646 △ 7,492 1,920,154

2 営業外収益 1,131,611 △ 7,492 1,124,119 ⼀般会計負担⾦・⼀般会計補
助⾦の調整

（支出） （単位︓千円）

予算現額 12月補正額 補正後予算額 補正内容

1 下⽔道事業費用 1,876,579 △ 7,492 1,869,087

1 営業費用 1,712,549 △ 7,492 1,705,057 人件費の調整

◆資本的収入及び支出
（収入） （単位︓千円）

予算現額 12月補正額 補正後予算額 補正内容

1 資本的収入 1,671,968 39,778 1,711,746

1 企業債 721,800 36,800 758,600 公共下⽔道事業債の増

2 出資⾦ 486,668 2,978 489,646 ⼀般会計出資⾦の調整

（支出） （単位︓千円）

予算現額 12月補正額 補正後予算額 増減率

1 資本的支出 2,466,270 39,778 2,506,048

1 建設改良費 1,109,286 39,778 1,149,064 建設事業の増、人件費の調整

1,263,217 △ 4,514 1,258,703

◇12月補正（第1回）の内容
・人事異動・人事院勧告に伴う人件費の調整
・雨天時浸⽔対策のための追加工事（単独）によるもの

南部4・5号汚⽔圧送幹線マンホール設置工事
南部4号貯留槽設置工事

予算科目

予算科目

⼀般会計繰⼊⾦

予算科目

予算科目

議案第74号参考資料



新規追加工事箇所

議案第74号参考資料
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●山陽小野田市下水道条例の一部改正に係る説明資料 

１．改正の理由 

 現在水道料金と下水道料金の算定及び徴収は一元化している。 

 山陽小野田市水道事業給水条例の改正（9/27 議決）が行われ、同条例第 32 条

の規定が改められたことにより、山陽小野田市下水道条例の改正が必要となっ

たため。 

 

２．基本使用料が 0.5 月または 1.5 月となる事例 

転居等で中止等になり、月の使用日数が 15 日以下の場合に基本料金が 0.5 月 

または 1.5 月となる。事例としては、アパート等の人の入れ替わりが激しい賃

貸物件がほとんどである。 

 

３．県内 12 市使用料算定の特例の状況 

※12 市中 8 市が改正後の算定方法を適用している。 

下関市※ 使用期間が 30 日以下のときは 1 月分とし、30 日を超えるときは

2 月分とする。 

宇部市※ 1 箇月分として算定する。 

山口市※ 1 箇月分として算定する。 

防府市※ 1 箇月分として算定する。 

周南市 1 日から 15 日まで：1 月の 1/2 

16 日から 30 日まで：1 月 

31 日から 45 日まで：1 月の 3/2 

     46 日以上：1 月の 4/2 

下松市 使用水量が基本水量の 2 分の 1 以下のときは、基本料金の 2 分の

1 の金額とする。 

使用水量が基本水量の 2 分の 1 をこえるときは、1 箇月とみなし

て算定する。 

柳井市※ 1 月分として算定する。 

光市 使用日数が 15 日以内のときは、2 分の 1 の額とする。 

使用日数が 16 日以上のときは、全額とする。 

岩国市 使用日数が 15 日を超えない場合は、基本料金は 2 分の 1 とする。 

萩市※ 1 月分として算定する。 

長門市※ 30 日以下であるときは 1 月分とし、30 日を超えるときは 2 月分

として算定する。 

美祢市※ 1 月分として算定する。 

議案第８２号参考資料 



４．使用料への影響 

 令和 4 年度の使用料収入は 669,499,858 円であり、条例改正後は概算で

530,000 円の増収となるが、全体の 0.08％で大きな影響はないと考える。 

・R4 年度基本料金が 0.5 月を 1 月に換算した場合（216 件/88,859 件 0.24％） 

0.5 月：193,317 円（現行） 

   1 月：352,379 円（改正後） 

差額：159,062 円の増収となる 736.4 円/件 

・R4 年度基本料金が 1.5 月を 2 月に換算した場合（496 件/88,859 件 0.56％） 

1.5 月：1,458,879 円（現行） 

   2 月：1,830,875 円（改正後） 

差額：371,996 円の増収となる 750 円/件 

 

５．使用料の一元化について 

 平成 23 年 10 月 1日以降の使用料について、算定及び徴収一元化を開始した。 

毎年度下水道課から水道局へ業務負担金を支払っており、直近の負担金は以

下のとおり。 

令和元年度：22,927,300 円 

令和２年度：22,927,300 円 

令和３年度：22,927,300 円 

令和４年度：22,927,300 円 



　議案第69号　「令和５年度山陽小野田市駐車場事業特別会計補正予算（第１回）について」の参考資料

H28(決算) H29(決算) H30(決算） R元(決算） R2(決算) R3(決算） R4(決算） R5(当初予算） 補正金額 R5(補正後)

駐車料金 13,587,650 16,892,250 19,248,190 19,404,260 5,980,800 8,157,290 12,730,980 13,000,000 13,000,000

定期駐車券 920,000 1,260,000 1,760,000 2,120,000 2,172,000 2,524,000 2,552,000 2,400,000 2,400,000

プリペイドカード 156,000 200,000 336,000 427,000 162,000 245,000 270,000 240,000 240,000

行政財産使用料 自動販売機設置に伴うもの 4,520 4,520 4,520 4,520 5,090 4,520 4,520 4,000 4,000

納付証明手数料 納付証明手数料 0 200 0 0 0 0 0 0 0

雑入 諸収入 消費税還付金、自動販売機の電気料 632,730 48,450 45,824 45,597 39,325 129,132 42,333 41,000 41,000

15,300,900 18,405,420 21,394,534 22,001,377 8,359,215 11,059,942 15,599,833 15,685,000 15,685,000

繰越金 前年度繰越金 17,923,728 8,148,977 3,355,161 9,279,689 22,655,867 21,910,638 24,672,102 30,963,000 1,272,000 32,235,000

33,224,628 26,554,397 24,749,695 31,281,066 31,015,082 32,970,580 40,271,935 46,648,000 47,920,000

H28(決算) H29(決算) H30(決算） R元(決算） R2(決算) R3(決算） R4(決算） R5(当初予算） 補正金額 R5(補正後)

消耗品費 駐車券・パスカードなど 266,757 300,767 278,248 325,050 309,920 283,313 290,832 311,000 311,000

光熱水費 電気料・水道料 379,434 467,929 480,292 408,362 317,100 331,839 356,669 540,000 540,000

修繕費 トイレの設備修繕など 1,578,938 519,210 690,660 884,620 1,082,190 1,426,700 556,600 1,444,000 1,444,000

通信運搬費 ＮＴＴ電話料金 142,970 149,151 150,676 147,527 142,093 146,868 147,895 214,000 214,000

保険料 建物総合損害共済基金分担金 3,084 3,167 3,184 3,968 4,985 4,937 4,985 6,000 6,000

窓口収納手数料 0 0 0 0 0 4,510 4,609 24,000 24,000

清掃委託料 277,992 277,992 306,682 308,622 327,800 325,736 314,944 337,000 337,000

草刈等委託料 99,900 162,000 199,800 0 203,500 199,650 178,200 204,000 204,000

システム維持管理業務委託料 1,127,520 1,127,520 657,720 0 0 0 0 0 0

緊急業務委託料 10回/月を超えた際に支払 0 0 0 0 0 0 0 28,000 28,000

使用料及び賃借料 機械器具借上げ料 ｹﾞｰﾄ・管理ｼｽﾃﾑﾘｰｽ(6年ﾘｰｽ) 0 0 2,268,000 5,493,600 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000

下水道使用料 39,294 40,938 42,914 38,350 27,456 30,925 42,219 48,000 48,000

工事請負費 工事請負費 出入口改修工事 0 0 4,922,640 0 0 0 0 0 0

公課費 消費税及び地方消費税 1,363,400 354,200 897,300 1,015,100 1,145,400 0 595,800 1,328,000 1,328,000

5,279,289 3,402,874 10,898,116 8,625,199 9,104,444 8,298,478 8,036,753 10,028,000 10,028,000

公債費 元金・利子 地方債償還金元金及び利子(H30終了) 19,796,362 19,796,362 4,571,890 0 0 0 0 0 0

25,075,651 23,199,236 15,470,006 8,625,199 9,104,444 8,298,478 8,036,753 10,028,000 10,028,000

予備費 予備費 8,148,977 3,355,161 9,279,689 22,655,867 21,910,638 24,672,102 30,963,000 36,620,000 1,272,000 37,892,000

33,224,628 26,554,397 24,749,695 31,281,066 31,015,082 32,970,580 38,999,753 46,648,000 47,920,000

H28(決算) H29(決算) H30(決算） R元(決算） R2(決算) R3(決算） R4(決算） R5(当初予算） R5(補正後)

△ 9,774,751 △ 4,793,816 5,924,528 13,376,178 △ 745,229 2,761,464 7,563,080 5,657,000 5,657,000

令和５年度補正予算　山陽小野田市駐車場事業特別会計　参考資料

歳入小計

歳　入

駐車場使用料
駐車場使用料

１日目は最大500円　２日目以降は6時間毎100円加算

　単年度収支(歳入小計－歳出小計)

歳入合計

歳　出

需用費

管理委託料

一般管理費小計

歳出小計

歳出合計

収　支

役務費

手数料

委託料



資 料 
 

議案第８９号  

竜王山公園オートキャンプ場の指定管理者の指定について 

 

１ 指定管理者選定委員会審査集計表  

２ 指定管理者審査基準表  

３ 指定管理者募集要項  

４ 指定管理者仕様書  

５ 企画提案書  

６ 指定管理者評価表  

    ７  指定管理料の算定について  

    ８  公園位置図  



審査項目
審査員
Ａ

審査員
Ｂ

審査員
Ｃ

審査員
Ｄ

審査員
Ｅ

審査員
Ｆ

合　　計 平均点
補正後
平均点

Ⅰ　市民の平等な利用が確保される
こと（１７点満点）

13 15 14 14 14 14 84 14.0 14

Ⅱ　施設の管理及び組織体制が適正
であること（１８点満点）

13 12 14 11 14 11 75 12.5 12.5

Ⅲ　サービス向上及び利用者拡大の
策が図られていること（４５点満点）

31 31 23 23 23 21 152 25.3 25.3

Ⅳ　安定的な運営を行う能力を有して
いること　（１１点満点）

10 10 10 10 10 10 60 10.0 10

Ⅴ　施設の管理経費の内容が適正で
あること（９点満点）

6 5 5 5 5 5 31 5.2 5.2

合　　計
（100点満点）

73 73 66 63 66 61 402 67.0 67.0

■審査において得点の分散値（異常値）を除外するため、合計の平均点の１５０％以上及び５０％以下の得点を付した審査員の得点を除外して平均点を
算出することとする。

都市公園外施設指定管理者選定委員会　審査集計表　【竜王山公園オートキャンプ場】 令和5年11月8日

申し込み団体　　株式会社晃栄

23038
テキストボックス
１



【竜王山公園オートキャンプ場】指定管理者審査基準表

　

配点 採点

Ⅰ　市民の平等な利用が確保されること 17点満点中

1 施設の「設置目的」の理解度 （5点満点）

【設置目的】
豊かな自然の中で、自動車を利用してキャンプを行うことができ、自然のすばらしさ、野
外活動の楽しさを体験できる憩いの場である。また、市民の健全な余暇の活用に資すると
ともに、観光交流の推進を図り、交流人口の増加に努め、地域の活性化に寄与する。

公の施設の管理であることが十分に理解され、設置目的に基づいた管理となることが確認
できた。

5

設置目的に基づいた管理となることが期待できる。 3

設置目的に関する認識が十分ではない。 1

2 （3点満点）

応募動機の正当性、事業への意欲が市が示す設置目的と整合しており、効果的で実現性に
期待できる。

3

応募動機の正当性、事業への意欲が市が示す設置目的と整合しており、実現性に期待でき
る。

2

応募動機が、市の示す基本方針と整合性があまり感じられない。 1

3 実施事業の平等性 （3点満点）

公の施設の使用許可権を有していることが十分に理解され、利用の公平性と平等を確保す
ることが確認できた。

3

平等な利用が期待できる。 2

平等な利用に関する認識が十分ではない。 1

4 利用者トラブルの未然防止及び対処方法 （3点満点）

効果的で実現性のある優れた提案がある。 3

実現性のある提案がある。 2

提案はあるが実現性に欠ける。 1

5 個人情報の保護対策(プライバシーポリシー)及び情報開示 （3点満点）

効果的で実現性のある優れた提案がある。 3

実現性のある提案がある。 2

提案はあるが実現性に欠ける。 1

配点 採点

Ⅱ　施設の管理及び組織体制が適正であること 18点満点中

6 「維持管理及び保守管理の基準」の満足度 （5点満点）

維持管理及び保守管理の基準以上の優れた管理計画が確認できた。 5

維持管理及び保守管理の基準どおりの管理計画が確認できた。 3

提案はあるが維持管理及び保守管理の基準を満たしていない。 1

7 （5点満点）

総括責任者・イベント企画担当者・従事者の配置が適正で、円滑な運営のための効果的で
実現性のある優れた配置や勤務時間が記載されている。

5

総括責任者・イベント企画担当者・従事者が適正に配置されている。 3

提案はあるが適正な配置に欠ける。 1

8 指導育成、研修体制の妥当性 （5点満点）

指導育成、研修計画、管理業務のマニュアル作成及び運用について、効果的で実現性のあ
る優れた提案がある。

5

指導育成、研修計画、管理業務のマニュアル作成及び運用について、実現性のある提案が
ある。

3

提案はあるが実現性に欠ける。 1

申請者：株式会社晃栄 審査員　●　　

審査基準 審査基準の要点

◎事業計画書
「１施設の管理運営方針」
①【施設の管理運営の方法】

事業計画書の内容が、設
置目的が理解されたもの
となっているか。あるい
は、プレゼンテーション
で理解できていること
が、確認できたかを判断
する。

応募の動機、意欲の整合性

◎事業計画書
「１施設の管理運営方針」
②【指定管理者の指定を申請し
た理由】

応募動機が、設置目的に
整合しているか。指定期
間中責任を果たしていく
意欲が認められるかを判
断する。

◎事業計画書
「１施設の管理運営方針」
③【平等な利用の確保】

指定管理者が、公の施設
の使用許可権を有し、利
用の公平性と平等を確保
する立場であることが理
解できているか。あるい
は、プレゼンテーション
で理解できていること
が、確認できたかを判断
する。

組織の配置人員の妥当性

◎事業計画書
「２管理運営体制」
①【組織及び職員の配置】

①責任者には、どういう人を
配置予定か。常駐か。（常駐
は義務ではないが、常駐でな
い場合の勤務頻度）
②イベント企画担当者を配置
予定か。
③従事者は専任か。勤務体制
はどうか。（日中最低１人、
宿泊利用ありの時は宿直者１
名以上）

◎事業計画書
「１施設の管理運営方針」
⑤【利用者トラブルの未然防止
及び対処方法】

クレームに繋がらない運
営方策が考えられている
か。また、クレーム時の
具体的な対処方法が考え
られているか確認する。

◎事業計画書
「１施設の管理運営方針」
⑥【個人情報の保護対策及び情
報開示】

適切に取り扱うこととし
ている「利用者の個人情
報」の取り扱いについ
て、責任者の配置、従事
者の教育や徹底方針があ
るか審査する。

審査基準 審査基準の要点

◎事業計画書
「１施設の管理運営方針」
⑦【維持管理及び保守管理】

「４指定期間の業務計画－１
（維持管理）」

仕様書「維持管理及び保
守管理の基準」に沿い、
施設の管理(植物管理、施
設管理)が計画されている
か。

◎事業計画書
「２管理運営体制」
②【職員の指導育成及び研修計
画】

接遇研修、技能研修等、
管理運営に必要な研修を
適切に行う計画があるか
審査する。また、管理業
務のマニュアルを作成し
運用する準備があるか確
認する。
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9 災害時・緊急時の危機管理体制・対応 （3点満点）

効果的で実現性のある優れた提案がある。 3

実現性のある提案がある。 2

提案はあるが体制・対応の内容が充分ではない。 1

配点 採点

Ⅲ　サービス向上及び利用者拡大の策が図られていること 45点満点中

10 利用者ニーズに対する対応 （5点満点）

利用者ニーズの把握手段と、その後の管理運営業務への反映について、効果的で実現性の
ある優れた提案がある。

5

実現性のある提案がある。 3

提案はあるが実現性に欠ける。 1

11 広報宣伝活動の内容及び実現性 （5点満点）

効果的で実現性のある優れた提案がある。 5

実現性のある提案がある。 3

提案はあるが実現性に欠ける。 1

12 売店及び自動販売機の運営について （5点満点）

柔軟な発想による売店及び自動販売機の運営であり、集客及び収益を大きく増やすことに
期待できる優れた提案がある。

5

実現性のある提案がある。 3

提案はあるが実現性に欠ける。 1

13 焼野エリア全体の交流人口の増加への貢献度 （5点満点）

焼野エリア全体の交流人口の増加の方策があり、地域の活性化に大いにつながることが期
待できる、効果的で実現性のある優れた提案がある。

5

実現性のある提案がある。 3

提案はあるが実現性に欠ける。 1

14 （5点満点）

地域のボランティア団体や事業者山口東京理科大など周辺の関係者との積極的な連携につ
いて、効果的で実現性のある優れた提案がある。

5

実現性のある提案がある。 3

提案はあるが実現性に欠ける。 1

15 （5点満点）

リピーターの獲得に向けた、効果的で実現性のある優れた誘客促進の提案がある。 5

実現性のある提案がある。 3

提案はあるが実現性に欠ける。 1

16 （5点満点）

市内外（県外を含む）への誘客拡大に向けた、効果的で実現性のある優れた誘客促進の提
案がある。

5

実現性のある提案がある。 3

提案はあるが実現性に欠ける。 1

17 周辺施設連携事業の内容についての効果・実現性 （5点満点）

C.C.Z対象施設（きらら交流館、きららビーチ焼野、竜王山公園など）、周辺関係者との
地域連携事業の計画について、効果的で実現性のある優れた提案がある。

5

実現性のある提案がある。 3

提案はあるが実現性に欠ける。 1

◎事業計画書
「３サービス向上及び利用者拡
大方法について」
②【広報宣伝活動の内容】

広報宣伝活動をどういっ
た方法で行うか。また、
その広報宣伝活動は実現
可能なものであるか確認
する。

◎事業計画書
「２管理運営体制」
③【災害時・緊急時の危機管理
体制】

人員配置体制等、緊急時
等の対策が万全の体制と
いえるか審査する。

審査基準 審査基準の要点

◎事業計画書
「３サービス向上及び利用者拡
大方法について」
①【利用者ニーズに対する対応
（利用者アンケート等）】

利用者からのニーズにど
う対処していくかを判断
する。アンケート等のモ
ニタリング調査は必須。
また、アンケート以外の
手段の実施をするか確認
する。

◎事業計画書
「３サービス向上及び利用者拡
大方法について」
③【売店及び自動販売機の運
営】

売店及び自動販売機の運
営をどういった方法で行
うか。また、集客及び収
益を増やすことができる
ものか確認する。
（※独自の発想や、集客
及び収益につながる提案
となっているかを採点）

◎事業計画書
「３サービス向上及び利用者拡
大方法について」
④【焼野エリア全体の交流人口
の増加策】

地域の活性化につながる
事業等を通じて、焼野エ
リア全体の交流人口の増
加の実現性を審査する。

誘客促進の内容についての効果・実現性　※リピーターの獲得

「４指定期間の業務計画－２
（誘客促進・周辺施設連携事
業・自主事業）」

施設の魅力の向上や誘客
の促進につながる計画で
あるか。また、その計画
は効果的で実現可能なも
のであるか確認する。

誘客促進の内容についての効果・実現性　※市内外（県外を含む）への認知度の向上、誘
客の拡大

地域・関係団体等との連携

◎事業計画書
「３サービス向上及び利用者拡
大方法について」
⑤【地域・関係団体との連携】

地域のボランティア団体
や事業者、山口東京理科
大学など周辺の関係者と
の連携が提案されている
か。

C.C.Z対象施設（きらら交
流館、きららビーチ焼
野、竜王山公園など）、
周辺関係者との地域連携
事業の計画があるか。ま
た、その計画は効果的で
実現可能なものであるか
確認する。



18 自主事業の内容及び実現性 （5点満点）

効果的で実現性のある優れた自主事業の計画の提案がある。 5

実現性のある提案がある。 3

提案はあるが実現性に欠ける。 1

配点 採点

Ⅳ　安定的な運営を行う能力を有していること 11点満点中

19 団体の財政状況 （3点満点）

直近２年間、適正な財務処理がなされていて債務超過がなく、リスクに耐えうる良好な財
務状況が認められる。

3

直近２年間、適正な財務処理がなされていて債務超過がなく、概ね適切な財務状況と推測
される。

2

過去の実績から判別できないが、概ね適切な財務状況と推測される。 1

20 団体の活動状況 （3点満点）

定款等から適正な活動があるほか、寄付行為など社会貢献活動にも積極的に取り組んでい
る団体と認められる。

3

定款等から適正な活動がある団体と認められる。 2

過去の活動期間が２年未満、または新たに設立された法人・団体等である。 1

21 施設の運営経験 （5点満点）

オートキャンプ場の指定管理実績がある法人・団体等。 5

オートキャンプ場、キャンプ場の運営実績又は、公の施設の指定管理実績がある法人・団
体等。

3

上記の経験がない法人・団体等。 1

Ⅴ　施設の管理経費の内容が適正であること 9点満点中

22  収支計画の妥当性 （3点満点）

具体的な根拠・事業計画に基づく収支の分析・積算を行っており、現実的である。 3

根拠にやや疑問があるが積算は妥当であり、安定的な運営に期待が持てる。 2

根拠がなく、積算の妥当性が判断できないが、過大な収入を見込むことなく、概ね適正な
収支計画となっている。

1

23 維持管理経費の縮減策と実現性 （3点満点）

運営に係る経費の縮減に向けて創意工夫が組み込まれており、効果的で実現性のある優れ
た提案がある。

3

運営に係る経費の縮減に向けて、実現性のある提案がある。 2

提案はあるが実現性に欠ける。 1

24 指定管理料（５年）の提示額 （3点満点）

5年間の指定管理料の提示額（税抜）が市の示した限度額の95％未満
　　【提示額（税抜）が　32,437,750円未満】

3

5年間の指定管理料の提示額（税抜）が市の示した限度額の95％以上100％未満
　　【提示額（税抜）が　32,437,750円以上　34,145,000円未満】

2

5年間の指定管理料の提示額（税抜）が市の示した限度額と同額
　　【提示額（税抜）が限度額と同額　34,145,000円】

1

計

審査基準 審査基準の要点

◎事業計画書
「４指定期間の業務計画－２
（誘客促進・周辺施設連携事
業・自主事業）」
（自主事業）

自主事業の計画がある
か。また、その計画は効
果的で実現可能なもので
あるか確認する。（経費
等）

◎添付書類
団体概要書・事業及び決算報告
書・国税及び地方税の滞納がな
いことを証明する書類等

①良好な財務状況か判断
する。
②国税及び地方税の滞納
がないこと。また、債務
超過でないこと。

◎添付書類
団体概要書・定款・寄付行為・
規約・設置要綱等

定款等から適正な活動が
ある団体か審査する。

◎事業計画書
「現在運営（指定管理）してい
る或いは過去に運営していた
オートキャンプ場又はその他の
施設等」、添付資料「過去の指
定実績がわかる書類等」

施設の運営実績があるか
確認する。

◎事業計画書
「５指定期間の収支計画」

積算方法を確認し、良好
な収支計画か判断する。

100点満点

◎事業計画書
「１施設の管理運営方針」
【①施設の管理運営の方法】

「５指定期間の収支計画」

無理な経費削減を行って
いないか判断する。

◎事業計画書
「６指定管理料」

金額の確認
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竜王山公園オートキャンプ場指定管理者募集要項 

 

  竜王山公園オートキャンプ場の指定管理者を募集します。 

 

１ 対象施設の概要 

（１）名称 

    竜王山公園オートキャンプ場 

（２）所在地 

    山陽小野田市大字小野田字梶ケ迫８４１ 

（３）施設の設置目的、役割等 

    豊かな自然の中で、自動車を利用してキャンプを行うことができ、自然のすばら

しさ、野外活動の楽しさを体験できる憩いの場である。また、市民の健全な余暇の

活用に資するとともに、観光交流の推進を図り、交流人口の増加に努め、地域の活

性化に寄与する。 

（４）施設規模・施設の主な内容 

  ①建設年度   平成１３年３月竣工 

    ②用    地   キャンプ場面積  約４ｈａ（別図参照） 

                 ・個別サイト（６０サイト） 

                 ・広場サイト（４０サイト）                 

  ③建    物   キャンプセンター（鉄骨造二階建）    ３８６㎡ 

サテライトハウスＡ（木造平屋建（ログ））２４０㎡  

サテライトハウスＢ（木造平屋建（ログ））１９８㎡ 

  ④その他の施設 展望台、竜の遊具、電気・給排水設備、植栽 

（５）施設の利用状況（令和４年度実績） 

区  分 人数 利用料金収入 

キャンプサイト １５，１８６人 １２，１１３，０９０円 

有料入場         １９，７７４人  １，９７７，４００円 

 

２ 応募資格 

次の要件を満たす法人その他の団体又は複数の法人等で構成する共同事業体（以下

「団体」という。法人格は不要。ただし個人は除く。）で、指定管理期間中、安全かつ円

滑に施設の管理運営ができるもの。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（２）市から指名停止措置を受けていないこと。 

（３）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続、民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）に基づく民事再生手続、会社更生法（平成１５年法律第１５４号）

に基づく会社更生手続又は会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく特別清算の

開始の申立てを受けていないこと、若しくは自ら申立てを行っていないこと、又は

これらの手続を行っていないこと。 
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（４）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（５）山陽小野田市暴力団排除条例（平成２３年山陽小野田市条例第１８号）第２条に規

定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当していないこと。 

（６）共同事業体においては、その構成員のいずれもが、この公募において他の共同事業

体の構成員又は他の応募者でないこと。 

 

３ 指定管理者が行う管理の基準 

（１）関係法令の遵守及びオートキャンプ場の設置目的に沿った管理を行うこと。 

（２）施設設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。 

（３） 業務に関連して取得した利用者等の個人に関する情報（以下「利用者等の個人情報」 

という。）を適切に取り扱うこと。 

（４）施設管理に係る情報及び利用者等の個人情報は市の情報公開制度に準じた開示を行 

うこと。  

※管理の基準に関する細目的事項は、協議の上協定で定めます。 

 

４ 指定管理者の業務等 

（１）オートキャンプ場の維持管理に関する業務 

（２）有料公園施設の利用の許可に関する業務 

（３）オートキャンプ場の利用促進に関する業務 

（４）自主事業の企画及び実施に関する業務 

（５）売店の運営に関する業務 

（６）（１）～（５）に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

    ※なお、詳細については、別に定める「竜王山公園オートキャンプ場指定管理業務

仕様書」に従い実施するものとします。 

 

５ 指定の期間 

   令和６年(2024 年)４月１日から令和１１年(2029 年)３月３１日までの５年間とし

ます。 

     ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消すことが

あります。 

 

６ 提出書類 

   申請に当たっては、以下の書類を市に提出していただきます。なお、市が必要と認

める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

（１）指定管理者指定申請書（様式第１号） 

（２）事業計画書（様式第２号）   

① 施設の管理運営方針 

② 管理運営体制（組織・人員体制・勤務体制・雇用計画等） 

③ サービス向上及び利用者拡大方法について 
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④ 指定期間の業務計画 

⑤ 指定期間の収支計画（年度ごと、全体） 

⑥ 指定管理料（年度ごと、全体）     

※７（２）で定める額を上限額とします。   

⑦ その他必要事項 

 

（３）応募の資格及び要件に関する書類（団体概要書、直近２か年度の事業及び決算報告

書、役員名簿等） 

（４）定款、寄附行為、規約、設置要綱その他これらに類する書類 

（５）登記事項証明書（法人の場合） 

（６）国税及び地方税の滞納がないことを証明する書類 

（７）過去の指定実績がわかる書類（該当の場合のみ） 

（８）応募資格に関する調査に同意する書類（様式第３号） 

（９）共同事業体協定書兼委任状（様式第６号）  

※共同事業体で参加する場合のみ提出 

（10）共同事業体体制一覧（様式第７号）  

※共同事業体で参加する場合のみ提出 

※申請に当たって提出していただく書類は、原則として山陽小野田市情報公開条

例による情報公開の対象となります（ただし、山陽小野田市情報公開条例第９条

各号に定める非公開情報に該当するものを除く）。 

 

７ 利用料金及び指定管理料 

（１）利用料金 

  ① 指定管理者は、施設の使用料等を利用料金として収受し、施設の管理運営に要す

る経費に充てるものとします。 

  ② 利用料金の額及び減額又は免除については、山陽小野田市都市公園条例によるも

のとします。 

（２）指定管理料 

  ① 利用料金収入のほかに、施設の管理運営に要する経費に充てるため市は指定管理

者に対し、指定期間中に次の金額を限度額として指定管理料を支払います。 

 
各年度（単年度）分 

６，８２９，０００円（税抜き） 
別に消費税及び地方消費税の額を加算します。 

 
５ か 年 合 計 

 

３４，１４５，０００円（税抜き） 
別に消費税及び地方消費税の額を加算します。 

     指定管理者の業務にかかる経費には、人件費、需用費、役務費、委託料、イベ

ント等実行費、売店運営費等が含まれます。なお、応募において指定管理料が

限度額を上回ることのないようにしてください。 
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    ② 指定管理料の額は、指定管理者の業務にかかる経費の支出見込額から利用料金等

の収入見込額を差引いた額とし、公募の際に指定管理者から提案のあった金額を

基に、市と指定管理者の２者で締結する協定において定めます。 

③ 指定管理料は、災害の発生など特別な場合を除き、原則として変更しません。 

また、指定管理者の経営努力により、生じた利益については、原則として指定管 

理者の利益とします。 

 

８ 現地説明会の実施 

   現地説明会を次により開催します。参加を希望される場合は、別紙現地説明会参加

申込書（様式第４号）に団体の名称及び参加される方の氏名を記入の上、令和５年９

月２０日（水）までに提出してください。 

（１）開催日時 令和５年９月２２日(金) 午後２時から２時間程度 

（２）開催場所 竜王山公園オートキャンプ場  キャンプセンター 

（３）留意点 

  ① 説明会への参加は希望者のみであり、応募要件ではありません。 

  ② 募集要項等の配付は行いませんので、各自持参してください。 

 

９ 質問事項の受付 

   募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受付けます。 

（１） 受付期間 令和５年９月１５日（金）から９月２９日（金）まで 

（午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

（２）受付方法 別紙質問書（様式第５号）に記入の上、都市計画課に直接提出、ファッ

クス、郵送又は電子メールで提出してください。直接提出以外の場合は、

着信確認を行ってください。（直接提出の場合は、土日祝日を除く。） 

（３）回    答  令和５年１０月４日（水）から市ホームページにて回答の閲覧を供しま

す。再質問は、初日に限り受付けます。 

 

１０ 募集要項の配布場所及び申請書の提出先並びに提出方法及び提出期間 

（１）配布場所・提出先 

    山陽小野田市都市計画課（市役所別館１階） 

    〒756-8601 山陽小野田市日の出一丁目１番１号 

    電話 0836-82-1162   ファックス 0836-84-7129 

   ※募集要項は市ホームページからダウンロードもできます。 

（２）提出方法  

書留郵便又は持参 

   ※電子メール、ファックスでの提出は認めません。 
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（３）配布・提出期間  

令和５年９月１５日（金）から１０月３１日（火）までの日（土日祝日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時１５分までとします。 

※郵送の場合、最終日の午後５時１５分までに必着のこと。 

（４）提出部数 正本１部及び副本８部 

   ※市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

   ※受付期限を過ぎての申請書類の訂正は、原則として認めません。 

   ※申請書類にページ番号を付記すること。 

 

１１ 選定方法  

    指定管理者選定委員会において、各委員が選定基準に沿って、それぞれ審査し、

審査した評点の合計が最も高い申請者を指定管理者候補者として選定します。 

      【選定基準】① 市民の平等な利用が確保されること。 

          ② 施設の管理及び組織体制が適正であること。 

                 ③ サービス向上及び利用者拡大の策が図られていること。 

                 ④ 安定的な運営を行う能力を有していること。 

         ⑤ 施設の管理経費の内容が適正であること。                 

   ※選定委員会で審査した結果、施設の管理を行うに適当と認められる者がいないと

判断された場合は、改めて指定管理者の募集を行います。 

    

１２ 申請に要する経費 

    申請に要する経費等はすべて申請者の負担とします。 

 

１３ 無効又は失効 

    次の事項に該当する場合は、無効又は失効となることがあります。 

（１）申請書の提出先、提出方法、提出期限が守られなかったとき。 

（２）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。 

（３）申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき。 

（４）虚偽の内容が記載されているとき。 

（５）提案された指定管理料が上限額を上回ったとき 

（６）その他、選定委員会で協議の結果、審査を行うに当たって不適当と認められたとき。 

 

１４ 選定委員会 

    令和５年１１月８日（水）に実施します。（予定） 

    ※都合により変更となる場合があります。 

    当日は、申請団体によるプレゼンテーションを行っていただきますので出席方お

願いします。時間、場所等については後日連絡します。 
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１５ 選定結果 

    結果については、後日、各申請者に文書で通知します。 

 

１６ 指定管理者の決定及び指定管理料 

（１）指定管理者は、令和５年１２月山陽小野田市議会の議決を経て決定（指定）されま

す。なお、議決が得られなかったときは、市は指定管理者の指定は行いません。こ

の場合において、市及び指定管理者候補者は、互いの相手方に損害賠償の請求は行

わないものとします。 

（２）議決後に市と指定管理者との間で協定を締結しますが、この協定の指定管理料は当

該年度予算額以内となりますので、申請時に提出のあった指定管理料の提案額を下

回る場合があります。 

（３）協定等の解釈に疑義が生じた場合又は定めのない事項が生じた場合については、市

と指定管理者とは誠意をもって協議するものとします。 

（４）指定管理者の決定後に辞退する場合は、辞退により生じた市が受ける損害の全部又

は一部について賠償するものとします。 

 

１７ その他 

（１）既定の様式は、別添のとおりです。 

（２）提出書類は、お返しできません。 

（３）提出書類は、選定協議の目的で使用する場合に限り複写します。 

（４）提出書類は、情報公開の請求により開示する場合があります。 

（５）受付期限を過ぎての申請書類の訂正は、原則として認めません。 

（６）指定管理者候補者に選定された場合、申請者固有のノウハウなど外部への報告に

適さない情報を除いた「提案概要書」を選定後速やかに提出していただき、本資料

を用いて議会等への報告を行うことで、著作権及び知的財産権の取扱いに留意し

ます。また、提案概要書の内容は、議会、報道機関への情報提供及び市の広報媒体

での掲載のために無償で使用することができるものとします。なお、申請者が、提

出書類の内容に固有のノウハウなど外部への報告に適さない情報が含まれていな

いと判断する場合、提案概要書の提出を省略することができます。 

（７）市から提供された募集要項、関連資料等は本募集に係る書類作成のために利用す

る以外は利用を認めません。 

（８）市は、天変地異、政策変更等やむを得ない事業がある場合は、本募集を凍結し、又

は中止する場合があります。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

 山陽小野田市建設部都市計画課 管理緑地係 

   電話 0836-82-1162 ファックス 0836-84-7129 

    E-mail：toshikei@city.sanyo-onoda.lg.jp 

  市公式ホームページ：https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜王山公園オートキャンプ場 

配置図 

※管理区域は進入路アプローチを含み、擬

木柵から外側に概ね 1ｍの範囲とする。 

なお、配置図に示す区域外にある受水槽、

高架水槽は施設の付属物であるため管理区

域に含むものとする。 

    

受水槽 

サテライトハウス B 

サテライトハウス A 

高架水槽 

キャンプセンター 

～凡 例～ 

     : 管理区域 

竜王山公園オートキャンプ場 

位置図 

竜王山公園オートキャンプ場 

別図 



（様式第１号） 

令和  年  月  日 

 山陽小野田市長 藤田 剛二 あて 

                   

                所 在 地 

          申請者   団 体 名 

                  代表者氏名               

                電話番号      

 

指定管理者指定申請書 

 

 指定管理者の指定を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

 １ 指定を受けようとする団体 

         

名     称 

 

   事務所の所在地 

 

 ２ 管理を行おうとする公の施設の名称 

    竜王山公園オートキャンプ場 

 

 ３ 添付書類 

□ 事業計画書 

□ 応募の資格及び要件に関する書類 

□ 定款、寄附行為、規約、設置要綱その他これらに類する書類 

□ 登記事項証明書（法人の場合） 

□ 国税及び地方税の滞納がないことを証明する書類 

□ 過去の指定実績がわかる書類（該当の場合のみ） 

□ 応募資格に関する調査に同意する書類 

□ 市長が必要と認める書類 

     （募集要項に記載された書類） 

 

 



（様式第２号） 

 
竜王山公園オートキャンプ場に関する事業計画書 

団 体 名       
 

 

代表者氏名       
 

 
設立年月日      

 

 

団体所在地       
 

 

電 話 番 号       
 

 
ＦＡＸ 

 

 

Ｅ－ｍａｉｌ 
 
 

   

現在運営（指定管理）している或いは過去に運営していたオートキャンプ場 

施設等の名称       所 在 地 主な業務内容 運営年月 

 
 

                 

         

        

 
開始 

 

終了 

 

 

 

 

 

               

               

 

 

                   

開始 

 

終了 

 

  

  現在運営している或いは過去に運営していた上記以外の主な施設 

施設等の名称       所 在 地 主な業務内容 運営年月 

   
 

開始 

 

終了 

 

   開始 

 

終了 

 

   開始 

 

終了 

 

 



 １ 施設の管理運営方針 

①【施設の管理運営の方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②【指定管理者の指定を申請した理由】 

 

 

 

 

 

③【平等な利用の確保】 

 

 

 

 

 



 １ 施設の管理運営方針 

④【法令遵守（コンプライアンス）の確保】 

 

 

 

 

 

⑤【利用者トラブルの未然防止及び対処方法】 

 

 

 

 

 

⑥【個人情報の保護対策及び情報開示】 

 

 

 

 

 

⑦【維持管理及び保守管理】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２ 管理運営体制 

①【組織及び職員の配置】（指揮命令系統のわかる組織図を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②【職員の指導育成及び研修計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③【災害時・緊急時の危機管理体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ サービス向上及び利用者拡大方法について 

①【利用者ニーズに対する対応（利用者アンケート等）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②【広報宣伝活動の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③【売店及び自動販売機の運営】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ サービス向上及び利用者拡大方法について 

④【焼野エリア全体の交流人口の増加策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤【地域・関係団体との連携】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



４ 指定期間の業務計画－1（維持管理） 

事業名 目的・内容等 実施時期・回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 指定期間の業務計画－２（誘客促進・周辺施設連携事業・自主事業） 

事業名 目的・内容等 

（誘客促進事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（周辺施設連携事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自主事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



５ 指定期間の収支計画（年度ごと、全体） 

    

①．収入の部                                                 （単位：円） 

項 目 内   訳 金 額（税抜） 金 額（税込） 備 考 

施設使用料  
 

 

  

 

売店及び 

自動販売機 
 

   

 

 
 

   

 

       収入合計（A） 

 

 

 

 

  

 

 

②．支出の部 

項 目 内   訳 金 額（税抜） 金 額（税込） 備 考 

人件費 
 

 

 

 

  

 

需用費 
 

 

 

 

  

 

役務費 
 

 

 

 

  

 

委託料 
 

 

 

 

  

 

イベント等 

実行費 

   誘客促進・周辺

施設連携事業

に係る経費 

売店運営費 
    

 
    

 

支出合計（B） 

 

 

 

 

  

 

 

 

収支（A） ― （B） 
 

 

 

 

※本様式は、年度ごと及び全体がわかるように作成のこと 
※税込表記の消費税及び地方消費税については、１０％で算定してください。 

 

 



６ 指定管理料                          （単位：円） 

指 定 管 理 料 

年 度 金 額（税抜） 金 額（税込） 備 考 

令和６年度 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

令和７年度 

 
 

 
 

  
 

 
 

令和８年度 

 
 

 
 

  
 

 
 

令和９年度  

 

 

令和１０年度  

 

 

合   計 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

   
※税込表記の消費税及び地方消費税については、１０％で算定してください。 
 
※管理経費の縮減を図り、指定管理に要する額を十分に精査して、指定管理料の限度額
内で指定管理料を提示してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



７ その他必要事項 

【その他必要事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第３号） 

 

同意書 

 

                       令和  年  月  日  

 

 山陽小野田市長 藤田 剛二 あて 

 

           所在地 

 

            団体名                   印 

                 

 代表者氏名                 印 

 

            連絡先等（電話、FAX） 

 

 指定管理者指定を申請にするに当たり、応募資格に関して必要がある場合は山陽小野田

市が関係機関に対して調査を行うことに同意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第４号） 

 

現地説明会参加申込書 

 

                       令和  年  月  日  

 

 山陽小野田市長 藤田 剛二 あて 

 

           所在地 

            団体名 

 

            担当者氏名 

 

            連絡先等（電話、FAX） 

 

竜王山公園オートキャンプ場の指定管理に係る現地説明会への参加を申し込みます。 

参 加 者 氏 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

提出先：〒７５６－８６０１  山陽小野田市日の出一丁目１番１号 

                山陽小野田市建設部都市計画課 

                TEL ０８３６－８２－１１６２ 

                FAX ０８３６－８４－７１２９ 

 



（様式第５号） 

 

質  問  書 

 

                 令和  年  月  日  

 

 山陽小野田市長 藤田 剛二 あて 

 

             団体名 

 

             担当者氏名 

 

             連絡先  電 話 

                  FAX等 

 

竜王山公園オートキャンプ場指定管理者募集要項について、次のとおり質問します。 

 

番 号 項 目 質  問  事  項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

※ 項目欄には募集要項等の頁、見出しも記載してください。 

※ 頁が不足の場合は、複数頁にわたっても構いません。 

  提出先：山陽小野田市建設部都市計画課 

 



共同事業体協定書兼委任状 

令和  年  月  日 

山陽小野田市長 様 

共同事業体名： 

代表団体 所  在  地                 

名    称                 

代表者職氏名                ㊞ 

 

件  名 竜王山公園オートキャンプ場指定管理者 

上記件名の公募に参加するため、募集要項に基づき、共同事業体を結成し、山陽小野田市との間におけ

る下記事項に関する権限を代表団体に委任して申請します。 

 なお、当該件名の指定管理者に指定された場合は、各構成団体は指定管理者としての業務の遂行及び

業務の遂行に伴い当共同事業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負います。 

共同事業体の

名称 

 

共同事業体の

代表団体 

（受任者） 

所在地 

名称 

職・氏名                           ㊞ 

共同事業体 

事務所所在地 

 

共同事業体の

構成団体 

（委任者） 

所在地 

名称  

職・氏名                           ㊞ 

所在地 

名称 

職・氏名                           ㊞ 

共同事業体の

成立、解散の時

期及び委任期

間 

令和 年 月 日から当該指定管理者の指定終了後３か月を経過する日まで。ただし、当共同

事業体が上記件名の指定管理者とならなかった場合はただちに解散します。また、当共同事業

体の構成団体の脱退又は除名については、事前に市の承認がなければこれを行うことができな

いものとします。 

委 任 事 項 

１ 指定管理者の指定の申請に関する件 ２ 応募書類の提出に関する件 

３ 応募の辞退に関する件       ４ 協定締結に関する件 

５ 委託料の請求受領に関する件    ６ 契約に関する件 

そ の 他 

１ 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできません。 

２ この協定書に定めのない事項については、構成団体全員により協議することとします。 

（備考） 共同事業体を結成して公募に参加する場合はこの様式を提出してください。また、共同事業

体の構成団体の数が３者を上回る場合は、この様式に準じて様式を作成してください。 

 

（様式第６号） 



共 同 事 業 体 体 制 一 覧 

令和  年  月  日 

（共同事業体の名称） 

   

   注） 構成団体が特定できるような名称にしてください。 

〔代表団体 連絡先等〕 

名称  

所在地  

代表者 
（職・氏名） 

 

担当者  部署･役職  

連絡先 
TEL：                  ／FAX：    

E-mail： 

 

〔構成団体 連絡先等〕 

1 

名称  

所在地  

代表者 
（職・氏名） 

 

担当者  部署･役職  

連絡先 
TEL：                  ／FAX：    

E-mail： 

2 

名称  

所在地  

代表者 
（職・氏名） 

 

担当者  部署･役職  

連絡先 
TEL：                  ／FAX：    

E-mail： 

注）共同事業体の構成団体の数が３者を上回る場合は、この様式に準じて様式を作成して

ください。 

（様式第７号） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜王山公園オートキャンプ場 
 

指定管理業務仕様書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年９月 
 

 

山陽小野田市建設部都市計画課 
 

 

 

23038
テキストボックス
４
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竜王山公園オートキャンプ場指定管理業務仕様書 

 

指定管理者は、竜王山公園オートキャンプ場（以下「オートキャンプ場」という。）

について、この仕様書に基づきオートキャンプ場の管理に関する業務（以下「管理業

務」という。）を行わなければならない。 

 

１ 管理する施設の概要 

（１）名称 

   竜王山公園オートキャンプ場 

（２）設置目的 

豊かな自然の中で、自動車を利用してキャンプを行うことができ、自然のすばらし

さ、野外活動の楽しさを体験できる憩いの場である。また、市民の健全な余暇の活用

に資するとともに、観光交流の推進を図り、交流人口の増加に努め、地域の活性化に

寄与する。 

（３）所在地 

   山陽小野田市大字小野田字梶ケ迫８４１ 

（４）施設規模・施設の主な内容 

  ① 建 設 年 度 平成１３年３月竣工 

    ② 用     地 キャンプ場面積  約４ｈａ（別図参照） 

                   ・個別サイト（６０サイト） 

                  ・広場サイト（４０サイト）                     

  ③ 建     物 キャンプセンター（鉄骨造二階建）    ３８６㎡ 

サテライトハウスＡ（木造平屋建（ログ））２４０㎡  

サテライトハウスＢ（木造平屋建（ログ））１９８㎡ 

  ④ その他の施設 展望台、竜の遊具、電気・給排水設備、植栽 

  ※配置図については、別紙１のとおり。 

 

２ 管理業務の実施にあたっての基本方針 

指定管理者は公園施設を管理するに当たり、次に挙げる項目により管理を行うもの

とする。 

（１） 都市公園法、山陽小野田市都市公園条例等関係法令を遵守し、オートキャンプ場 

の管理運営を行うこと。 

（２） 施設設置の目的に則した管理運営の実現に向け最大の努力を行うこと。 

（３） 公の施設であることを常に念頭において、利用者に対し公正公平な管理運営を行 

うこと。また、正当な理由がない限り、施設の利用を拒まないこと。 

（４） イベント等の自主事業の実施を通し、施設の利用促進を積極的に図るとともに、 

利用者のサービス向上に努めること。 

（５） 利用者の安全を図るとともに、利用者本位の運営を行い、利用者の意見や要望を 

反映させること。 

（６） 地域の交流人口の増加に寄与すること。 
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（７） 効率的な運営を行うとともに、環境負荷の低減と施設の保全に努め、運営費の縮減

に努めること。 

（８） 施設管理に係る情報は、市に準じた開示を行うこと。 

（９） 個人情報の保護を徹底すること。 

（10）災害時、緊急時に備えた危機管理を徹底すること。 

（11）指定管理者は、業務を一括して第三者に再委託してはならない。ただし、一部の業

務を第三者に委託する場合は市の承認を得ること。 

 

３ 法令の遵守 

管理業務の実施にあたっては、次の法令等を遵守すること。 

（１）都市公園法、都市公園法施行令、都市公園法施行規則 

（２）地方自治法、地方自治法施行令、地方自治法施行規則 

（３）山陽小野田市都市公園条例、山陽小野田市都市公園条例施行規則 

（４）個人情報保護法、山陽小野田市行政手続条例、山陽小野田市個人情報保護法施行条

例、山陽小野田市情報公開条例、山陽小野田市暴力団排除条例、山陽小野田市財

務規則、山陽小野田市指定管理者指定手続条例 

（５）労働基準法等、職員の労働条件に関する法規 

（６）消防法、建築基準法、労働安全衛生法、電気事業法、浄化槽法等、施設の維持又は

設備の保守に関わる法規 

（７）その他公園施設の管理運営に関連する法規 

 

４ 管理運営に関する基準 

（１）供用期間及び時間 

   山陽小野田市都市公園条例施行規則の規定による。  

   供用期間   ３月１日から１１月３０日まで（午前０時から午後１２時まで） 

        １２月１日から ２月２８日まで（午前９時から午後 ５時まで） 

 

※１２月２９日から１月３日までは閉鎖とする。 

    ※利用時間及び休場日について、指定管理者が特に必要があると認めるときは、

市長の承認を得て変更することができる。 

       ※なお、災害等により臨時休業する場合は、事前に市と協議した上、ホームペー

ジ等により告知すること。 

 

 （２）利用料金 

  ① 別紙２「「山陽小野田市都市公園条例に基づく施設使用料」の範囲内において、指

定管理者があらかじめ市長の承認を受けた利用料金を施設利用者から徴収するこ

と。 

  ② 利用料金を変更する場合は、あらかじめ市長の承認をうけること。 

  ③ 利用料金の減額又は免除の決定は、山陽小野田市都市公園条例施行規則に基づく。 
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（３）使用の制限 

① 指定管理者は、市が必要と認める場合を除き、施設をその目的外に使用すること

はできない。 

 ② 市の承認なしに、施設の設備及び備品を第三者に譲渡し、転貸し、又は貸借権そ

の他使用若しくは収益を目的とする権利を設定することはできない。 

 ③ 次に該当する場合は、使用を許可することはできない。  

    ア 公の秩序又は善良の風俗を害する恐れがあると認められるとき。  

      

 例示： 山陽小野田市暴力団排除条例（平成２３年山陽小野田市条例第１８号）

第２条に規定する暴力団員等 

                青少年の健全な育成を阻害する恐れがある者  

             騒音を立てたり、暴力行為を行う等他人に不快感を与える者  

 

    イ オートキャンプ場の管理上支障があると認められるとき。  

       

例示：感染性疾患にかかっている者  

         指定管理者の許可なく物品の販売又は宣伝を行う者   

 

    ウ その他利用上適当でないと認められるとき。 

  

５ 指定管理者が行う管理業務 

指定管理者が行う管理業務は、次のとおりとする。 

（１）施設設備の維持管理  

  ① オートキャンプ場敷地内外に存する全ての施設設備の維持管理を行うとともに、

効率的な運営を図り環境負荷を低減させること。  

② 保守管理や修繕に必要な知識や技術・資格を有しない場合は、市と協議し、承認

を得て一部を専門業者に委託する等、機能と清潔の保持に努めること。   

③ 施設設備を維持管理するため、防火管理者１名を最低限度として配置すること。

また、消防用設備等の法定点検及び年２回の避難訓練を実施すること。 

  ④ その他施設設備の維持管理については、以下のアからエまで及び別紙３のとおり

とする。 

     ア 保守管理・点検  

     ・ 施設内の設備については、法令を遵守した点検、良好な維持管理及び故障

の修理を行うこと。  

     ・ いずれの保守点検の場合も、消耗品、作業費等一切の費用は指定管理者の

負担とする。  

     ・ 建物の不具合、雨漏り、壁のひび、庭木の枯死などの、施設を管理する上

で重大な不具合が発生したときは、速やかに市に報告すること。       

イ 清掃  

     ・ 常に快適な環境を保つため、法令等を遵守し、日常清掃及び定期清掃、消

毒等を組み合わせ適切に行うこと。  

     ・ 利用者に対し、ゴミ持ち帰りの周知徹底など、衛生環境の確保に努める。  
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       なお、オートキャンプ場内から排出されるごみについては、事業所ごみと

して指定管理者が適切に管理すること。 

    ウ 施設、備品等の維持、管理及び修繕 

     ・ 修繕料は、市が定めた額（年間１００万円（消費税及び地方消費税を含ま

ず。））の範囲で行うものとする。ただし、一件あたり１０万円以上（消費

税及び地方消費税を含まず。）の経費がかかる場合は、市と協議を行った上

で行うこと。 

     エ その他施設の管理に関すること  

     ・ 消耗機材等の購入、各種契約、光熱水費・通信運搬費等の支払いなどすべ

ての事務を行うこと。 

 

（２）利用者への対応 

   利用者本位の運営を行い、親切丁寧な対応を心がけ、常にサービスの向上に努める

こと。  

① 利用者対応  

    ア 入場許可の窓口対応、場内案内。  

    イ 電話及びインターネット対応。  

    ウ 施設の利用受付。利用許可証の発行。 

    エ 利用料金の徴収。 

    オ 施設からの退去命令。  

    カ 観光案内等の各種問い合わせへの対応。  

    キ 負傷者、急病人の対応。  

    ク 災害時における避難誘導等の対応。  

    ケ 年少者、高齢者、障害者等の弱者への配慮。  

    コ サービスの提供。（許可に基づく売店、自動販売機による物品の販売を含む。） 

② トラブル対応  

    ア 要望や苦情、トラブル等は、迅速、適切に処理を行い、文書に記録した上で、

速やかに市に報告すること  

    イ 事故及び事件の防止措置をとること。 

     

（３）金銭管理、経理事務  

 ① 使用料について  

    ア つり銭、両替資金の準備。  

    イ 使用料の回収と日計等の作成。  

    ウ 売上金の適切な処理と収入の整理。  

  ② 経理について  

    ア 各種の公共料金や、物品購入、役務の対価の支払い等、施設の管理運営に関

する経費の支払い。  

    イ 収支計算等の経理事務。 

    ウ 経理の明確化 

      指定管理にかかる業務の経費及び収入は、指定管理者が行っている他の事業

と区別し、明確にすること。 
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（４）災害時の安全確保  

  ① 自然災害、人為災害、事故及び自らが原因者・発生源になった場合等のあらゆる

緊急事態、非常事態、不測の事態があった場合は、遅滞なく適切な措置を講じた

上、市をはじめ関係機関に通報すること。 

    ア 火災、事故等の緊急時における利用者に対する避難誘導及び関係機関（警察

署、消防署等）への通報を行うこと。 

    イ 停電時等における施設の復旧を遅滞なく行うこと。 

    ウ その他利用者に対する対応に万全を期すること。 

  ② 災害に備え、事前に予防対策を講じること。  

    ア 危機管理体制を築くとともに、対応マニュアルを作成し災害時の対応につい

て随時訓練を行うこと。  

    イ 監督官庁から指摘があった場合は、ただちに改善すること。  

  ③ 常に来場者を確認し、不審者等の早期発見に努めること。また場内外を随時巡回

し、事故等の未然防止及び施設の不備の発見に努めること。 

 

（５）広報宣伝  

   時期に応じた広報宣伝活動を行うこと。    

① ホームページの開設 

  ② ポスター、チラシ、リーフレット等の作成及び配布  

  ③ 報道機関への積極的な情報提供 

  ④ 市が管理しているホームページへの情報提供 

  ⑤ 類似公共施設のチラシ配置やポスター掲示等、ＰＲの相互協力 

 

（６）誘客促進・周辺施設連携事業の企画及び実施 

  キャンプ場内において、自らの提案により事業目的、各種法令、例規等を満たす範囲

において、施設の魅力向上や誘客につながる取組を指定管理料の範囲内で行うものと

する。また、市が行うC.C.Zに位置する施設（きらら交流館、きららビーチ焼野、竜

王山公園など）と連携し、焼野エリア全体での交流促進によるにぎわいの創出を図る

事業の実施に努めること。 

なお、企画・運営の詳細は指定管理者からの提案とするが、実施に当たっては、あ

らかじめ市と協議した上で実施すること。 

  ① 利用者の拡大及び集客アップに向けた取組 

  ② リピーターを獲得するためのイベント 

  ③ キャンプ場サービスの拡大に向けた取組 

  ④ 市内外（県外を含む）への認知度の向上、誘客の拡大に向けた取組 

  ※地域のボランティア団体や事業者、山口東京理科大学など周辺の関係者と協力し、

業務の実施に努めること。 

 

（７）自主事業の企画及び実施 

 ① 指定管理者は、指定管理業務の運営を妨げない範囲において、指定管理者の責任

と費用により、施設の目的に沿った自主事業を行うものとする。 
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② 自主事業の実施により得た収益は指定管理者の収入とするが、自主事業に要する

経費に市が支払う指定管理料を充てることはできない。 

③ 自主事業の実施に伴う一切の責任を指定管理者が負うものとする。 

 ④ 自主事業の実施に当たっては、市と協議の上、必要な許可手続き等を経て実施し、

報告すること。 

 ⑤ 経理区分については、指定管理業務に係る経費と自主事業に係る経費を区分して

整理すること。 

 

（８）利用者満足度調査の実施について 

  ① 指定管理者制度導入に対する利用者からの評価等を適切に把握するため、アンケ

ート調査等を実施し、結果を市に提出すること。 

  ② 実施したアンケート調査等の結果を分析し、その後の管理運営業務に適切に反映

させること。 

 

（９）事業報告  

  ① 報告書を作成し、期限までに市に提出すること。 

    ア 各年度の事業計画書 

    イ 月次業務報告書及び四半期次業務報告書 

    ウ 次の事項を記載した各年度事業終了後の事業報告書 

（ア）管理業務の実施状況に関する事項 

（イ）施設の利用状況に関する事項 

（ウ）施設の使用料の状況 

（エ）管理に係る経費の収支状況 

（オ）セルフモニタリング結果 

（カ）前各号に掲げるもののほか、市が必要と認める事項 

    エ その他市が求める資料等 

  ② イベント等の事業報告は、実施後速やかに市に行うこと。  

  ③ 市は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができ

る。 

 

（10）備品管理業務 

  ① 備品及び貸出用備品については、指定管理者に無償で貸与するものとする。なお、

指定管理業務に必要な備品を指定管理者が指定管理料で購入した場合は市の所

有とする。 ただし、これにより難い場合は、市の承認を得て指定管理者の所有物

とすることができる。 

  ② 指定管理者が自らの費用で備品を購入した場合は、その所有権は指定管理者に属

する。 

  ③ 新たな備品及び貸出用備品は、あらかじめ市と協議の上、購入するものとする。 

  ④ 市の所有に属する物品は備品台帳を備えてその保管に係る物品を管理し、購入及

び廃棄等の異動について定期的に市に報告するものとする。 
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（11）自動販売機の設置 

  ① 施設利用者の利便性を高めるため飲料水等の自動販売機を２台設置すること。 

  ② 指定管理者は、自動販売機設置に伴い発生するごみを適切に処理するため、指定

管理者の設置する自動販売機付近に容器回収箱を設置し、ごみの回収を実施する

とともに、整理整頓、清掃を実施すること。 

  ③ 自動販売機の設置に当たっては転倒防止等の措置を施すこと。 

  ④ 自動販売機等の設置に伴う収入は指定管理業務の収入とする。 

  ⑤ 自動販売機の設置に当たっては、山陽小野田市都市公園条例に基づく許可を受け

ること（毎年度提出）。 

 

（12）売店の運営  

  ① 指定管理者は、施設内において、施設利用者の利便性を向上させる物品の提供又

は販売をその目的の範囲内で行うこと。 

    この場合、提供又は販売する物品、方法及び料金等について、市と協議すること 

  ② 物品の提供及び販売に伴う収入は指定管理業務の収入とする。 

  ③ 売店の設置に当たっては、山陽小野田市都市公園条例に基づく許可を受けること 

   （毎年度提出）。 

 

（13）セルフモニタリングの実施 

  事業者は、自らの運営業務及び維持管理業務のサービス状況を維持・改善するよ

う、セルフモニタリングを実施すること。 

セルフモニタリングの実施に当たっては、仕様書に示す業務について、具体的な項

目や指標の達成目標を設定し、業務が確実に遂行されているか確認し市に報告するこ

と。セルフモニタリングの結果を踏まえて、課題を確認した場合は、速やかな解決に

努めること。 

 

６ 指定管理者の収入と支出 

（１）指定管理者の収入  

  ① 指定管理料 

  ② 利用料金 

  ③ 自動販売機収入 

  ④ 売店収入 

  ⑤ 自主事業による収入 

 

（２）指定管理者の支出  

  ① 人件費（現場職員の給料、交通費等） 

  ② 業務管理費（業務全般の総合調整に関する経費、現場職員の福利厚生費等） 

  ③ 事業費（イベント等提案事業費等） 

  ④ 法定福利費 

  ⑤ 需用費（消耗品費、光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、保守点検費、１０万円

（消費税及び地方消費税を含まない。）未満で年間１００万円（消費税及び地方消

費税を含まない。）までの施設及び設備の修繕費等） 
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  ⑥ 保険料 

  ⑦ 公租公課 

  ⑧ 自動販売機設置に係る費用 

 

７ 管理業務実施に当たって市及び指定管理者が費用及び危険を負担する範囲 

  管理業務の実施にあたり、市と指定管理者の危険を負担する範囲は、別紙４-１、別紙

４-２「山陽小野田市と指定管理者のリスク分担表」によること。 

そのほか、以下の場合については次のとおりとする。 

・管理業務に関し、当初予算以上の費用がかかっても、市は費用の補填は行わない。 

   ・臨時休場等に伴う利用者に対する損害については、指定管理者が負担する。 

   ・定めのない事項についての危険負担は、双方が誠意を持って協議し、決定する。 

 

８ 管理運営体制 

管理業務の実施に当たっての管理運営体制は次のとおりとし、その者の氏名及び管

理運営体制表を市に提出すること。 

（１）人員配置 

① 管理運営業務を実施するため、適切に人員を配置すること。 

② 管理運営業務全般の責任者として、総括責任者を置くこと。 

③ イベント等提案業務及び自主事業の企画及び実施の担当者を置くこと。 

④ 専任の従事者を配置すること。 

⑤ 従事者について、類似施設の運営管理の実務経験を有するものを配置すること。 

⑥ 従事者の勤務体制は、施設の管理運営に支障がないように配慮し、利用者の要望

に応じた対応をとること。 

 

（２）従事者の心得  

  ① 物腰、言葉遣いが穏やかで利用者に印象の良い対応ができること。  

  ② 利用者の安全に配慮し、事故が起こったときは迅速に対応すること。 

  ③ 施設に対する問い合わせに適切に対応できる知識の習得をすること。 

 

（３）従事者についての留意事項  

  ① 従事者の名簿を市に提出すること。また、異動があった場合も同様とする。  

  ② 従事者が負傷、疾病その他の理由により業務遂行に支障がある場合は、速やかに

交代要員を確保すること。  

  ③ その他従事者の労務管理、安全衛生管理等については、関係法令を遵守し適切に

行うこと。  

  ④ 管理業務にあたっては、本市担当職員との連絡を密にし、速やかに事務処理を行

うこと。 

  ⑤ 従事者の資質を高めるため、施設の管理運営に必要な知識と技術を習得させる研

修等の実施に努めること。 

 ⑥ 指定管理者が雇用する従事者については、地元からの雇用を優先しなければなら

ない。 
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（４）管理運営業務のマニュアル化 

  ① 指定期間中に、管理運営業務のマニュアル化を行うこと。 

  ② 指定期間中に、現存する図面の整理に努めること。 

  ③ 指定期間を通じて生じた管理運営方法又は施設及び設備の変更事項を記録に残す

こと。 

④ 施設の利用状況、設備の維持管理に係る作業については、必ず記録に残し、整理

された状態で保管すること。 

 

９ 情報の取扱いに関する事項 

（１）個人情報の保護に関する事項 

  ① 業務上知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律及び山陽 小

野田市個人情報保護法施行条例により、適正な取扱いをすること。 

  ② 業務上知り得た個人情報の保護については、指定管理者でなくなった場合も同 

様とする。 

 

（２）情報の公開 

  ① 公共施設の管理であることを認識し、山陽小野田市情報公開条例により、その 

管理運営についての透明性を高めるよう努めること。 

  ② 個人情報の開示等、情報の保護及び管理、情報漏えい時の公表等に関する事項 

については、協定に定めるところにより遵守すること。 

 

（３）文書の管理 

  ① 指定管理者は、管理業務に当たって、作成し、又は取得した文書について、適 

正な管理及び保存を行うこと。 

  ② 指定管理者は、管理業務に係る関係帳票及び経理関係書類について整備し、指 

定期間満了の日から５年間保持しなければならない。 

 

（４）守秘義務 

  管理運営に際し知り得た情報を第三者に漏らし、又は自己の利益のために使用して

はならない。従事者及び指定管理期間満了後も同様とする。 

 

１０ 指定管理者に対する監督 

（１）監督 

市は指定管理者が管理する施設の管理運営の適正を期するため、指定管理者に対し

て、当該管理運営の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要

な指示を行うことができる。 

 

 （２）指定の取消等  

  ① 指定管理者が倒産し、又は指定管理者の財務状況が著しく悪化した場合及び指定

管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合は、市は指

定を取り消すことができる。この場合に生じた損害は指定管理者が市に賠償する

ものとする。  
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  ② 指定管理者が市の指示に従わないときは、その指定を取り消し、又は期間を定め

て管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。  

  ③ 天災その他の不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事

由により業務の継続が困難になった場合には、市と指定管理者の間で協議を行い、

その結果事業の継続が困難と判断した場合は、市はその指定を取り消すことがで

きる。  

  ④ 前記③のほか、事業の継続が困難となった場合の措置については、双方が誠意を

もって協議し、決定する。 

 

 （３）監査 

市の監査委員等が市の事務を監査する上で必要があると認めるときは、市は帳簿書

類その他の記録を提出させ、並びに監査委員会への出席を求め、及び実地に調査する

ことができる。   

 

１１ モニタリング 

（１）市は、指定期間中の指定管理者の業務の実施状況を把握し、必要なサービス水 準

を確保するため、以下のとおりモニタリングを実施する。 

① 業務計画モニタリング 

指定管理者から提出される次年度の業務計画書の内容について、仕様書等に記載

された事項が満たされているか、確認を行う。計画内容によっては、状況確認等

を行う。 

② 業務報告モニタリング 

   指定管理者は、年１回、自己評価を含む報告書を提出し、市は当該報告に基づき

状況確認等を行う。 

③ 随時モニタリング 

    市は指定管理者から毎月提出される月次報告書等を確認し、管理運営状況の把握

をするとともに、仕様書等に記載された事項の実施状況によっては、必要に応じ

て随時に状況確認を行う。 

 

（２）是正勧告 

モニタリングの結果、仕様書等に記載された事項の実施状況等に応じ、市は業務改

善の助言、改善指導を行う。改善が見られない場合は、業務の停止や指定の取消しな

どの措置を行うことがある。 

 

１２ 引継ぎについて  

業務引継ぎは、業務引継者、業務引受者及び市が立会の上で行わなければならない。 

（１）業務開始について 

指定管理者は、市の指示により、業務の開始前までに業務の引継ぎ及び各業務の習

得を行うこと。なお、指定期間前の業務引継ぎ等に係る費用については次期指定管理

者の負担とする。 
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（２）業務終了について 

指定管理者は本業務の終了（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第１１項の規定により指定を取り消された場合を含む）に際し、本業務の終了の日

までに、必要な事項を記載した業務引継書等を作成し、市又は市が指定するものとの

間で、円滑かつ支障なく施設の管理業務を実施できるよう、適正な業務引継ぎ等を行

わなければならない。また、指定管理期間終了後は、指定管理者が指定管理料を使用

せず、自らの経費で調達した備品等の撤去を速やかに行い、市へ引き渡すこと。その

際、撤去に要した費用は、全て指定管理者が負担すること。 

 

（３）業務引継書について 

① 業務引継書には、引継ぎの年月日を記載し、業務引継者と業務引受者が連署押印

しなければならない。 

② 業務引継書は、３通を作成し、そのうち２通は業務引継者と業務引受者が各１通

を所持し、１通は市に提出しなければならない。 

（４）引継ぎに関する事項について 

   その他引継ぎに関する詳細については、市が別に定める事項によるものとする。 

 

１３ 損害保険について 

（１） 指定管理業務の範囲内で指定管理者が負うべき賠償責任については、本市が加入

している「全国市長会市民総合賠償補償保険」の対象となる場合があるが、当該

保険の賠償責任の範囲外については、その対象とならない。 

 

（２）施設内での自主事業等、指定管理者が独自に行う事業については、全国市長会市民

総合賠償補償保険の対象外であるため、指定管理者は、施設賠償責任保険に加入

すること。 

 ・対人賠償 １名につき  ５，０００万円 １事故につき ５億円 

・対物賠償 １事故につき １，０００万円 

 

１４ 協定の締結  

議会の議決をもって指定管理者を指定した後、市と指定管理者は、業務を実施する上で

必要となる詳細事項について協議を行い、これに基づき協定を締結する。  

 

（１）協定に定める事項  

① 事業計画に関する事項  

  ② 市が支払うべき管理費用に関する事項  

  ③ 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項  

  ④ 事業報告に関する事項  

  ⑤ その他必要と認める事項  

 

１５ その他留意事項 

（１）指定管理業務以外でオートキャンプ場を使用する場合は、山陽小野田市都市公園条
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例に基づく許可を受けなければならない。（毎年度提出）。なお、使用に係る費用は指

定管理者が負担するものとし、収入は指定管理者のものとして、指定管理業務とは区

別すること。 

 

（２）協定書及び業務仕様書等に定めのない事項の取扱 

協定書及び業務仕様書に定めのない事項が発生したときは、市と指定管理者は誠意

をもって協議するものとする。 
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竜王山公園オートキャンプ場 

配置図 

※管理区域は進入路アプローチを含み、擬

木柵から外側に概ね 1ｍの範囲とする。 

なお、配置図に示す区域外にある受水槽、

高架水槽は施設の付属物であるため管理区

域に含むものとする。 

    

受水槽 

サテライトハウス B 

サテライトハウス A 

高架水槽 

キャンプセンター 

～凡 例～ 

     : 管理区域 

竜王山公園オートキャンプ場 

位置図 

竜王山公園オートキャンプ場 

別紙１ 
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別紙２ 

利用料金関係 

 山陽小野田市都市公園条例に基づく施設利用料金表 

入場料 １人１日につき１００円 

有

料

公

園

施

設 

時間区分及び金額 

使用区分 

デイ利用 

（午前９時から午後４時ま

で） 

１泊 

（午後３時から翌日午後１

時まで） 

個別サイト 
１区画につき 

２，０９０円 

１区画につき 

４，１９０円 

広場サイト 
１区画につき 

１，０４０円 

１区画につき 

２，０９０円 

研修室 １時間につき３１０円 

付

属

設

備 

コインシャワー 
１回につき２００円の範囲内で、実費を勘案して指定管理

者が定める額 
コイン洗濯機 

コイン乾燥機 

器具を使用した場合は、次の使用料を加算して徴収する。 

区分 単位 金額（１回につき） 

キャンプ器具 １張、１点又は１組 
２，０９０円の範囲内で指定管理者が定める

額 

備考 

 １ 使用時間が時間区分帯の欄の時間に満たないときの使用料は、時間区分帯の欄の使

用料を徴収する。 

 ２ 入場料については、小学生未満の者、各サイト若しくはきらら交流館（浴室を除く）

の使用の許可を受けている者は、無料とする。 

  ３ キャンプセンター研修室の使用料については、各サイトの使用者は無料とする。 
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別紙３ 

維持管理及び保守管理の基準 

■維持管理業務項目 

 対象施設等    管理項目   頻度    備考 

（施設等保守管理業務） 

場内巡回（キャンプセンター、サ

テライトＡ，Ｂ、サイト、遊具等

） 

巡回点検 

目視点検 

毎日 

毎日 

外観、内部 

（機器の保守管理業務） ○は、法定資格者による点検 

○消防設備 ○機器点検 

○総合点検 

○点検報告書 

年２回 

年１回 

年１回 

法定点検 

法定点検 

消防署に提出 

○浄化槽 ○機器点検・清掃 

○水質検査 

○汚泥引抜等の清掃 

年１回以上 

年１回以上 

年１回以上 

法定点検 

法定検査 

法定業務 

○受水槽 機器点検、水質検査 

○清掃、水質検査(13項目) 

滅菌装置 点検 

消耗品（薬剤）の補充 

月１回以上 

年１回 

年１回以上 

適宜 

残留塩素等 

 

ﾒｰｶｰ点検 

 

○自家用電気工作物 ○保安点検 月１回 法定点検 

自家発電機 運転管理 週１回 機能・ﾊﾞｯﾃﾘｰ点

検、燃料確認 

サイトの機器 点検 月１回以上 機能点検等 

キャンプセンター、サテライト棟

の機器 

点検 

ボイラー点検（ｻﾃＡ） 

消耗品(防錆剤の添加) 

月１回以上 

年１回以上 

年２回 

機能点検等 

ﾒｰｶｰ点検 

 

遊具等、入退場ゲート 点検 月１回以上 機能点検等 

サイト 清掃 

芝管理、草刈り 

利用の都度 

月１回以上 

見た目に清潔 

キャンプセンター、サテライト 清掃 

消毒 

随時 

年１回以上 

消耗品の補充 

園内道路、進入路、駐車場、 

広場、場内地、柵内外部分等 

清掃・巡回 

草刈り 

植栽の剪定 

施肥 

消毒 

随時 

年３回以上 

年１回以上 

年１回以上 

年１回以上 

見た目に清潔 

 

 

 

ムカデ駆除共 

 



市 指定管理者

物価変動 人件費、物件費等物価変動に伴う経費の増 ○

金利変動 金利の変動に伴う経費の増 ○

地域との協調 ○

指定管理者が行う施設管理、運営業務内容等に対する住
民及び施設利用者からの苦情、要望、訴訟への対応

○

上記以外 ○

施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○

指定管理者に影響を及ぼす法令変更 ○

市の指示、議会の不承認等による事業の中止、延期など
（予算案の不承認、政策変更等）

○

上記以外の事由による事業の中止、延期など（不可抗力
※を除く）

○

施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○

一般的な税制変更 ○

市の指示によるもの ○

上記以外の要因によるもの ○

政治、行政的理由
による事業変更

政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支
障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた
場合の経費及びその後の維持管理経費における当該事情
による増加経費負担

○

不可抗力※による施設、設備の修復に伴う業務の変更、
中止

○

不可抗力※による事故等の適切な処理 ○

不可抗力※により第三者に与えた損害 ○

不可抗力※による市所有の施設、設備、備品等の損害で
１件１０万円（消費税及び地方消費税を除く）未満のも
の

○

不可抗力※による市所有の設備、備品、備品等の損害で
上記以外のもの

不可抗力※による指定管理者所有の設備、備品、備品等
の損害

○

仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○

事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤りによるも
の

○

市の指定管理者に対する経費の支払い遅延によって生じ
た事由

○

指定管理者の業者に対する経費の支払い遅延によって生
じた事由

○

法令の変更

事業の中止・変更

税制度の変更

業務内容変更

不可抗力※

双方の協議による

書類の誤り

資金調達

16

周辺地域・住民及
び施設利用者への
対応

別紙４-１

山陽小野田市と指定管理者のリスク分担表

種類 内容
負担者



市 指定管理者

経年劣化による、１件１０万円未満で、年間１００万円
までのもの（消費税及び地方消費税を除く）

○

経年劣化による、１件１０万円以上で、年間１００万円
までのもの（消費税及び地方消費税を除く）

経年劣化による、年間１００万円（消費税及び地方消費
税を除く）を超えるもの

○

市の責任に帰すべき事由によるもの ○

管理者としての注意義務を怠ったことによるもの ○

相手が特定できない第三者の行為により市の所有物の損
害で、１件１０万円（消費税及び地方消費税を除く）未
満のもの

○

相手が特定できない第三者の行為により市の所有物の損
害で、１件１０万円（消費税及び地方消費税を除く）以
上のもの

相手が特定できない第三者の行為により指定管理者の所
有物の損害

○

市の指示による維持管理費の増大 ○

上記以外の要因による維持費の増大 ○

事業実施にあたり市が取得すべき許認可の遅延、執行な
ど

○

事業実施にあたり指定管理者が取得すべき許認可の遅
延、執行など

○

市主催のイベント中のもの ○

指定管理者が行う独自事業の運営上もたらされるもの ○

市の責任に帰すべき理由による事故により第三者に与え
た損害

○

管理者としての注意義務を怠ったことにより第三者に与
えた損害
※ただし、市が加入する「市民総合賠償補償保険」の保
険給付の対象となる場合があります。

○

上記以外の理由により損害を与えた場合 ○

セキュリティ 警備不備による情報漏洩、犯罪発生 ○

運営リスク
大幅な利用者数の減少に伴う収入の減少（不可抗力※を
含む）

利用者数の変動
利用者数の変動による収入の変動（不可抗力※を含む大
幅な利用者数の減少に伴う収入の減少以外のとき）

○

事業評価 業務内容が市の要求する水準に達しない ○

指定管理期間終了時の施設の水準の保持 ○

指定管理業務の期間が終了した場合又は期間途中におけ
る業務を廃止した場合における事業者の撤収費用

○

17

両者の協議により経費
及び損害額を算定し、
負担割合を定める。

事業終了時の費用

※不可抗力…暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、騒乱、暴動、感染症の蔓延等、市又は指定
  管理者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人為的な現象

施設、設備、備
品、資料等の損傷

双方の協議による

双方の協議による

維持管理費

許認可

第三者への賠償

種類 内容
負担者

別紙４-２

山陽小野田市と指定管理者のリスク分担表
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自 至

Ⅰ　サービス履行の確認

Ⅱ　サービスの質の評価

Ⅲ　サービスの安定性の評価

必要な有資格者は適切に配置されているか

3 3 社内ミーティングを密に行い、トラブル対応等も情報共有して資質向上を図って
いる。

修繕は適切に行われたか

感染症対策等の衛生管理は適切に行われたか 3 3 適切に行われている。

現金の管理は適切か

個人情報の管理は適切か

3 小さい修繕は速やかに、大きい修繕は市と協議しながら適切に行われている。

3 3

人
員
配
置
等

人員配置は適切か

職員の資質向上を図る取組（職員研修）は適切に行われたか

労働法令の遵守や雇用・労働条件は適切か

3

公募

実施

事故、苦情及び緊急時の対応は適切であったか

外構や植栽等の管理は適切に行われたか

保安警備業務は適切に行われたか

清掃業務は適切に行われたか

事故、苦情及び緊急時の市への連絡は適切であったか

コメント欄

3 3 条例、仕様書どおりに適切に行われている。

3 3 事業計画どおりに適切に行われている。

1次 2次

3 3 事業計画どおりに適切に行われている。

3 3 迅速に対応をしている。

指 定 期 間

施 設 所 管 課

評 価 年 月 日

都市計画課

R5.6.13

3 事業計画どおりに適切に行われている。

選 定 方 法

利 用 料 金 制 度

3 3 基準を満たしている。

3 3 適切である。

3 3 迅速に連絡をしている。

3 3 箱に収納し、部外者の目にふれないところで保管している。

遅延なく提出されている。

3 3 適切である。

3 3 適正である。

3 3 事業計画どおりに適切に行われている。

減免申請に対する取扱いは適正か

3 3 別①に詳細を記入してください

3

各種報告書等は遅滞なく提出されたか

備品や文書の管理は適切に行われたか 3 3 適切に行われた。

指 定 管 理 料

指 定 期 間

有

指 定 管 理 者

施 設 名

H31.4.1 R6.3.31

4,713,500円 税込

評 価 対 象 年 度

竜王山公園オートキャンプ場

株式会社晃栄

5.0 年

令和４年度

ア ン ケ ー ト

3 3 利用者に不快な思いをさせないように心掛けて接客をしている。

3 3 公平に対応をしている。

別②に詳細を記入してください

別③に詳細を記入してください

7 7 リピーターが多いことから満足度が高いことがうかがえる。

キャンプに詳しい職員による接客。HP・ブログでオススメ情報発信等。

3 3 アンケートを実施することにより意見収集に努めている。

3 3 苦情要望はその都度対応しており、従業員にも周知している。

項　　　目

事
業
実
施 0 0 新型コロナウイルス感染症の影響により中止。

事業計画どおりに事業が実施されたか 3 3 一部イベントは新型コロナウイルス感染症の影響により中止となったが、その
他は計画どおりに実施されている。

1次 2次 コメント欄

利用者サービスの向上を図る取組は行われたか 7 7 施設をきれいに保った。HP等の情報発信を充実させた。

利用状況はどうか（前年及び計画との比較）

経費節減の取組は行われたか 5 5 リース作業機械の効率的な運用。売店で販売する薪は、伐採木を有効活用。

支出の状況はどうか（前年及び計画との比較）

3 ＨＰ等情報発信を充実させた。

指　定　管　理　者　評　価　表

項　　　目 1次 2次 コメント欄

利用者増加のための取組をしたか 7 7

項　　　目

管
理
運
営
の
状
況

サ
ー

ビ
ス
向
上

利
用
状
況

接客態度は良いか

アンケート等により利用者ニーズの把握に努めているか

保守管理業務は適切に行われたか

開館日数及び開館時間は適切か

利用者の満足度は高いか

特定の利用者を有利又は不利に扱っていないか

利用者の苦情・要望を反映させる取組を行っているか

施設の設置目的に沿った自主事業を行ったか

ＨＰ等による広報活動は効果的に行われたか 7 7 ＨＰ、ブログ等の情報をこまめに更新し、利用者に有益な情報も発信した。

3

収
支
状
況

収入の状況はどうか（前年及び計画との比較）

収入増加の取組は行われたか
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別①　人員配置について

別②　利用状況について

別③　収入状況について

別③　支出状況について

宿泊利用者数 7,168 8,114 7,500 9,804

内　　訳 R2　実績 R3　実績 R4　計画 R4　実績

16,174 18,811 19,000 19,774

総合評価

有料入場者数

竜王山公園オートキャンプ場令和４年度

前年度

計　画

実　績

総括責任者1名、施設管理責任者1名、施設管理従事者4名、臨時従事者3名、緑地管理従事者3名

総括責任者1名、施設管理責任者1名、施設管理従事者4名、臨時従事者3名、緑地管理従事者3名

総括責任者1名、施設管理責任者1名、施設管理従事者4名、臨時従事者3名、緑地管理従事者3名

施設所管課で記入してください

3,500 5,382

有料施設使用許可関連収入 10,401,210 11,924,050 13,000,000

合　　計 26,667

R4　実績

14,427,610

指定管理料 4,713,500 4,713,500 4,713,500 4,713,500

評価

利用評価

3

備考 キャンプブームもあり、回復傾向にある。

30,817 30,000 34,960

対前年比

5.1%

20.8%

38.3%デイ利用者数 3,325 3,892

0.0%

R4　計画内　　訳 R2　実績 R3　実績 対前年比

売店及び自動販売機収入 1,304,634 1,446,712 1,100,000 982,403 ▲ 32.1%

21.0%

評価

備考
税込。
入場者数、利用者数の回復に伴い、有料公園施設使用料がR3実績、R4計画よりも増加。

収入評価

3
合　　計 16,897,430

その他雑入金 478,086

18,084,262 18,813,500 20,123,513

人件費 10,156,886 11,282,987 10,950,000 12,149,378 7.7%

内　　訳 R2　実績 R3　実績 R4　計画 R4　実績 対前年比 評価

需用費 3,319,706 3,967,901 5,160,000 4,743,488 19.5%

1,663,543 ▲ 28.9%

委託料 2,778,800 1,825,864 2,082,910 2,411,533 32.1%

管理費（需要費・委託料を除く） 2,066,152 2,340,812 1,265,000 支出評価

0
19,417,564 19,457,910 20,967,942合　　計 18,321,544

備考
税込。
人件費、委託料の増加は、労務単価の上昇によるもの。需用費の増加は、光熱水費の高騰及びシャワー
ボイラー故障に伴う燃料消費増によるもの。

111
/127



　

　

R1～R5 R6～R10

指定管理料 指定管理料

（単年度当たり） （単年度当たり）

4,285 6,829 2,544

13,248 15,206 1,958

17,533 22,035 4,502

10,261 12,859 2,598

7,272 9,176 1,904

17,533 22,035 4,502

　

収入　計

【支出】 　

人件費 賃金・手当、社保料等を５か年（H30～R4）の実績に基づき増額

管理費 R４実績に基づき水道光熱水費、整備等の外部委託費等について物価上昇を見込んだ額

指定管理料

施設利用料金 ５か年（H30～R4）の収入実績に基づき増額

支出　計

オートキャンプ場　指定管理料の算定について （消費税及び地方消費税を含まない）

(単位:千円）

前回管理料との
比較

増減理由

【収入】
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竜王山公園オートキャンプ場 

配置図 

※管理区域は進入路アプローチを含み、擬

木柵から外側に概ね 1ｍの範囲とする。 

なお、配置図に示す区域外にある受水槽、

高架水槽は施設の付属物であるため管理区

域に含むものとする。 

    

受水槽 

サテライトハウス B 

サテライトハウス A 

高架水槽 

キャンプセンター 

～凡 例～ 

     : 管理区域 

竜王山公園オートキャンプ場 

位置図 

竜王山公園オートキャンプ場 

別図 
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資 料 
 

議案第９０号  

北部地区都市公園外施設の指定管理者の指定について 

 

１ 指定管理者選定委員会審査集計表  

２ 指定管理者審査基準表  

３ 指定管理者募集要項  

４ 指定管理者仕様書  

５ 企画提案書  

６ 指定管理者評価表  

    ７  指定管理料の算定について  

    ８  公園位置図  



審査項目
審査員
Ａ

審査員
Ｂ

審査員
Ｃ

審査員
Ｄ

審査員
Ｅ

審査員
Ｆ

合　　計 平均点
補正後
平均点

Ⅰ　市民の平等な利用が確保される
こと　（３１点満点）

17 19 17 19 22 23 117 19.5 19.5

Ⅱ　施設の効用が最大限に発揮され
ていること（３５点満点）

21 17 21 23 25 21 128 21.3 21.3

Ⅲ　施設の管理を安定して行う能力
を有していること（２６点満点）

20 22 19 20 18 19 118 19.7 19.7

Ⅳ　施設の管理経費の縮減が図られ
ていること　（８点満点）

3 3 2 3 3 3 17 2.8 2.8

合　　計
（100点満点）

61 61 59 65 68 66 380 63.3 63.3

■審査において得点の分散値（異常値）を除外するため、合計の平均点の１５０％以上及び５０％以下の得点を付した審査員の得点を除外して平均
点を算出することとする。

都市公園外施設指定管理者選定委員会　審査集計表　【北部地区都市公園外施設】 令和5年11月7日

申し込み団体　　公益社団法人山陽小野田市シルバー人材センター
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【北部地区都市公園外施設】指定管理者審査基準表

　

配点 採点

Ⅰ　市民の平等な利用が確保されること 31点満点中

1 市が示した基本方針との整合性 （5点満点）

【基本方針】
（１）公園を広く市民の利用に供するとともに、公園の適正な管理を実施すること。
（２）地域住民や利用者の意見及び要望を管理運営に反映し、サービスの向上を図るこ
と。
（３）個人情報の保護を徹底すること。
（４）効率的かつ効果的な管理を行うこととし、環境負荷の低減と施設の保全に努め、運
営費の縮減に努めること。
（５）利用者の平等な利用を確保し、正当な理由がない限り施設の利用を拒まないこと。
（６）指定管理者は、業務を一括して第三者に再委託させてはならない。ただし、一部の
業務を第三者に委託する場合は市の承認を得ること。

公の施設の管理であることが十分に理解され、基本方針に基づいた管理となることが確認
できた。

5

基本方針に基づいた管理となることが期待できる。 3

基本方針に関する認識が十分ではない。 1

2 実施事業の平等性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5点満点）

公の施設の使用許可権を有していることが十分に理解され、利用の公平性と平等を確保す
ることが確認できた。

5

平等な利用が期待できる。 3

平等な利用に関する認識が十分ではない。 1

3 （3点満点）

応募動機の正当性、事業への意欲が市が示す基本方針と整合しており、効果的で実現性に
期待できる。

3

応募動機の正当性、事業への意欲が市が示す基本方針と整合しており、実現性に期待でき
る。

2

応募動機について、市の示す基本方針と整合性があまり感じられない。 1

4 （5点満点）

法令遵守はもちろんのこと、企業倫理を有していることも確認できた。 5

法令遵守に関して十分に理解していると確認できる。 3

法令遵守に関する理解が十分ではない。 1

5 利用者ニーズに対する対応　　　　         　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5点満点）

利用者ニーズの把握手段と、その後の管理運営業務への反映について、効果的で実現性の
ある優れた提案がある。

5

実現性のある提案がある。 3

提案はあるが実現性に欠ける。 1

6 利用者トラブルの未然防止及び対処方法 （5点満点）

効果的で実現性のある優れた提案がある。 5

実現性のある提案がある。 3

提案はあるが実現性に欠ける。 1

7 個人情報の保護対策(プライバシーポリシー)　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　                                     　　　　　　　（3点満点）

効果的で実現性のある優れた提案がある。 3

実現性のある提案がある。 2

提案はあるが実現性に欠ける。 1

◎事業計画書
「①施設の管理運営方針－２」
【施設の運営について】
３．利用者のトラブルの未然防
止と対処方法

クレームに繋がらない運
営方策が考えられている
か。また、クレーム時の
具体的な対処方法が考え
られていることが確認で
きるか。記載がない場合
は、聞き取りが必要。

◎事業計画書
「①施設の管理運営方針－３」
【個人情報の保護の体制と措置
について】

適切に取り扱うこととし
ている「利用者の個人情
報」の取り扱いについ
て、責任者の配置、従事
者の教育や徹底方針があ
るか審査する。

法令遵守の必要性への理解

◎事業計画書
「①施設の管理運営方針－３」
【団体の理念について】

法令遵守の必要性を理解
していることが確認でき
たかを判断する。より高
次元の企業倫理を有して
いると判断できる場合は
加点。

◎事業計画書
「①施設の管理運営方針－２」
【施設の運営について】
２．利用者等の要望の把握及び
現実策

利用者からのニーズにど
う対処していくかを判断
する。アンケート等のモ
ニタリング調査は必須。
記載がない場合は、聞き
取りが必要。

◎事業計画書
「①施設の管理運営方針－１」
【管理運営を行うに当たっての
経営方針について】

指定管理者が、公の施設
の利用の許可権を有し、
利用の公平性と平等を確
保する立場であることが
理解できているか。ある
いは、プレゼンテーショ
ンで理解できていること
が、確認できたかを判断
する。

応募の動機、意欲の整合性

◎事業計画書
「①施設の管理運営方針－３」
【団体の理念について】
２．指定管理者の指定を申請し
た理由

応募動機が、基本方針に
整合しているか。指定期
間中責任を果たしていく
意欲が認められるかを判
断する。

申請者：公益社団法人山陽小野田市シルバー人材センター 審査員　●　　

審査基準 審査基準の要点

◎事業計画書
「①施設の管理運営方針－１」
【管理運営を行うに当たっての
経営方針について】

事業計画書の内容が、基
本方針が理解されたもの
となっているか。あるい
は、プレゼンテーション
で理解できていること
が、確認できたかを判断
する。
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配点 採点

Ⅱ　施設の効用が最大限に発揮されていること 35点満点中

8 維持管理の基準の満足度 （5点満点）

維持管理及び保守管理の基準以上の優れた管理計画が確認できた。 5

維持管理及び保守管理の基準どおりの管理計画が確認できた。 3

提案はあるが維持管理及び保守管理の基準を満たしていない。 1

9 利用者の安全対策 （5点満点）

公の施設の管理である責務を理解し、利用者の安全が十分に図れる効果的で実現性のある
安全対策の実施について提案がある。

5

実現性のある安全対策の実施について提案がある。 3

安全対策について提案はあるが実現性に欠ける。 1

10 公園施設の現状把握及び将来展望 （5点満点）

十分に現状が把握できていて、公園施設のあり方について将来を見据えた管理となる、効
果的で実現性のある優れた提案がある。

5

実現性のある提案がある。 3

提案はあるが実現性に欠ける。 1

11 サービス向上の方策及び実現性 （5点満点）

サービス向上について、効果的で実現性のある優れた方策の提案がある。
施設の利用促進が大いに期待できる。

5

実現性のある方策の提案がある。 3

提案はあるが実現性に欠ける。 1

12 地域連携事業の内容及び実現性　　         　　　　　　                       　　　　　　　　　　　　　　　　　             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5点満点）

効果的で実現性のある優れた地域連携事業の計画が確認できた。 5

実現性のある提案がある。 3

提案はあるが実現性に欠ける。 1

13 自主事業の内容及び実現性　　         　　　　　　                       　　　　　　　　　　　　　　　　　             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5点満点）

効果的で実現性のある優れた自主事業の計画の提案がある。 5

実現性のある提案がある。 3

提案はあるが実現性に欠ける。 1

14 広報活動の内容及び実現性　　　　　　　　　                                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5点満点）

効果的で実現性のある優れた提案がある。 5

実現性のある提案がある。 3

提案はあるが実現性に欠ける。 1

◎事業計画書
「①施設の管理運営方針－２」
【施設の運営について】
１．サービスを向上させるため
の方策

宣伝広報活動をどういっ
た方法で行うか。また、
その広報活動は実現可能
なものであるか確認す
る。（経費等）

◎事業計画書
「①施設の管理運営方針－３」
【団体の理念について】
３．施設の現状に対する考え方
及び将来展望

現状の把握はできている
ことが確認できるか。ま
た、将来展望についての
記載があるか確認する。

◎事業計画書
「①施設の管理運営方針－２」
【施設の運営について】
１．サービスを向上させるため
の方策

サービス向上の方策が考
えられているか。また、
その方策は実現可能なも
のであるか確認する。

◎事業計画書
「①施設の管理運営方針－２」
【施設の運営について】
４．その他（地域の連携、他施
設との連携）

「②指定期間の業務計画－２
（地域連携事業・自主事業）」
（地域連携事業）

周辺関係者との地域連携
事業の計画があるか。ま
た、その計画は効果的で
実現可能なものであるか
確認する。（経費等）

◎事業計画書
「①施設の管理運営方針－２」
【施設の運営について】
１．サービスを向上させるため
の方策

「②指定期間の業務計画－２
（地域連携事業・自主事業）」
（自主事業）

自主事業の計画がある
か。また、その計画は効
果的で実現可能なもので
あるか確認する。

審査基準 審査基準の要点

◎事業計画書
「②指定期間の業務計画－１
（維持管理）」

仕様書「公園施設別維持
管理業務基準書」に沿
い、公園施設の管理(植物
管理、施設管理)が計画さ
れているか。

◎事業計画書
「①施設の管理運営方針－１」
【安心・安全の面からの管理運
営の具体策などの特徴的な取組
について】

定期的な安全点検が予定
されていることが確認で
きるか判断する。



配点 採点

Ⅲ　施設の管理を安定して行う能力を有していること 26点満点中

15 組織の配置人員の妥当性　　　　　　　　　　　　　　　                                   　　　                                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　　　　　　　　　　　　　　　（5点満点）

常時勤務する責任者及び担当者が適正に配置されており、円滑な運営のための効果的で実
現性のある優れた配置体制、勤務体制などの提案がある。

5

責任者及び担当者の配置等が適切である。 3

提案はあるが適正な配置に欠ける。 1

16 指導育成、研修体制の妥当性 （5点満点）

指導育成、研修計画、管理業務のマニュアル作成及び運用について、効果的で実現性のあ
る優れた提案がある。

5

指導育成、研修計画、管理業務のマニュアル作成及び運用について、実現性のある提案が
ある。

3

提案はあるが実現性に欠ける。 1

17 緊急時・災害時の危機管理体制・対応　　　                                       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5点満点）

効果的で実現性のある優れた提案がある。 5

実現性のある提案がある。 3

提案はあるが体制・対応の内容が充分ではない。 1

18  収支計画の妥当性                                                                                                                                                                                                 （3点満点）

具体的な根拠・事業計画に基づく収支の分析・積算を行っており、現実的である。 3

根拠にやや疑問があるが積算は妥当であり、安定的な運営に期待が持てる。 2

根拠がなく、積算の妥当性が判断できないが、過大な収入を見込むことなく、概ね適正な
収支計画となっている。

1

19 類似施設の運営経験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5点満点）

指定管理者として公園施設の運営実績がある団体。 5

業務委託等による公園施設の維持管理を行った実績がある団体。 3

上記の経験がない団体。 1

20 団体の財政状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3点満点）

直近２年間、適正な財務処理がなされていて債務超過がなく、リスクに耐えうる良好な財
務状況が認められる。

3

直近２年間、適正な財務処理がなされていて債務超過がなく、概ね適切な財務状況と推測
される。

2

過去の実績から判別できないが、概ね適切な財務状況と推測される。 1

配点 採点

Ⅳ　施設の管理経費の縮減が図られていること 8点満点中

21 維持管理経費の縮減策と実現性　　　　　　　　　　　　　　                                                   　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3点満点）

運営に係る経費の縮減に向けて創意工夫が組み込まれており、効果的で実現性のある優れ
た提案がある。

3

運営に係る経費の縮減に向けて、実現性のある提案がある。 2

提案はあるが実現性に欠ける。 1

22 指定管理料（５年）の提示額 （5点満点）

5年間の指定管理料の提示額（税抜）が市の示した限度額の95％未満
　　【提示額（税抜）が　202,677,750円未満】

5

5年間の指定管理料の提示額（税抜）が市の示した限度額の95％以上100％未満
　　【提示額（税抜）が　202,677,750円以上　213,345,000円未満】

3

5年間の指定管理料の提示額（税抜）が市の示した限度額と同額
　　【提示額（税抜）が限度額と同額　213,345,000円】

1

計

100点満点

◎添付書類
団体概要書・事業及び決算報告
書・市税の滞納のないことの証
明書

①良好な財務状況か判断
する。
②市税の滞納がないこ
と。また、債務超過でな
いこと。

◎事業計画書
「①施設の管理運営方針－１」
【管理運営を行うに当たっての
経営方針について】

「③指定期間の収支計画」

無理な経費削減を行って
いないか判断する。

◎事業計画書
「④指定管理料」

金額の確認

◎事業計画書
「現在運営している或いは過去
に運営していた主な類似施設
等」、添付資料「過去の指定実
績がわかる書類等」

類似施設の運営実績があ
るか確認する。

審査基準 審査基準の要点

◎事業計画書
「①施設の管理運営方針－３」
【緊急時対策について】

人員配置体制等、緊急時
等の対策が万全の体制と
いえるか審査する。

◎事業計画書
「③指定期間の収支計画」

積算方法を確認し、良好
な収支計画か判断する。

審査基準 審査基準の要点

◎事業計画書
「①施設の管理運営方針－２」
【施設の管理について】
２．職員の研修計画

「⑤管理運営体制」

接遇研修、技能研修等、
管理運営に必要な研修を
適切に行う計画があるか
審査する。また管理業務
のマニュアルを作成し運
用する準備があれば加点
する。

◎事業計画書
「①施設の管理運営方針－２」
【施設の管理について】
１．職員の配置

「⑤管理運営体制」

①責任者にはどういう人
を配置予定か。(統括責任
者・利用関連業務責任
者・維持管理業務責任者
が、配置されているか)
②従事者は専任か。勤務
体制はどうか。（適切な
人員が配置されている
か）
③十分な人員が確保され
ているか。
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北部地区都市公園外施設指定管理者募集要項 

 

 北部地区都市公園外施設の指定管理者を募集します。 

 

１ 対象施設の概要 

（１）名称 

    北部地区都市公園外施設（表-１、表-２参照） 

（２）所在地 

    山陽小野田市内（表-１、表-２参照） 

（３）施設規模・施設の主な内容 

   （表-１、表-２、表-３参照） 

（４）主たる施設の利用状況（令和４年度実績） 

施設名 利用人数 利用料金 

東沖緑地庭球場 ２，８５０人 ３２０，４００円 

須恵健康公園庭球場 ４，１６０人 ４７２，４００円 

須恵健康公園体育館  ６，９４０人 ５６０，３５０円 

 

２ 応募資格   

 次の要件を満たす市内（原則主たる事務所の所在が市内にあること、又は支店、営

業所、出張所等の活動の拠点が市内にあること。）の法人その他の団体又は複数の法

人等で構成する共同事業体（以下「団体」という。法人格は不要。ただし個人は除

く。）であること。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（２）市から指名停止措置を受けていないこと。 

（３）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続、民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）に基づく民事再生手続、会社更生法（平成１５年法律第１５４

号）に基づく会社更生手続又は会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく特別

清算の開始の申立てを受けていないこと、若しくは自ら申立てを行っていないこ

と、又はこれらの手続を行っていないこと。 

（４）市税を滞納していないこと。 

（５）山陽小野田市暴力団排除条例（平成２３年山陽小野田市条例第１８号）第２条に

規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当していないこと。 

（６）共同事業体においては、その構成員のいずれもが、この公募において他の共同事

業体の構成員又は他の応募者でないこと。 

 

３ 指定管理者が行う管理の基準 

（１）関係法令及び例規の規定を遵守し管理を行うこと。 

（２）施設設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。 
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（３）業務に関連して取得した利用者等の個人に関する情報（以下「利用者等の個人情

報」という。）を適切に取り扱うこと。 

（４）施設管理に係る情報及び利用者等の個人情報は市の情報公開制度に準じた開示を

行うこと。                                                 

※管理の基準に関する細目的事項は、協議の上協定で定めます。 

 

４ 指定管理者の業務等 

（１）公園の維持管理に関する業務 

（２）有料公園施設の利用の許可に関する業務 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

※なお、詳細については、別に定める「北部地区都市公園外施設指定管理業務仕

様書」に従い実施するものとします。 

 

５ 指定の期間 

  令和６年(2024年)４月１日から令和１１年(2029年)３月３１日までの５か年としま

す。   

ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取消すことがあ

ります。 

 

６ 提出書類 

  申請に当たっては、以下の書類を市に提出していただきます。なお、市が必要と認

める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

（１）指定管理者指定申請書（様式第１号） 

（２）事業計画書（様式第２号） 

① 施設の管理運営方針 

② 指定期間の業務計画 

③ 指定期間の収支計画（年度ごと、合計） 

④ 指定管理料（年度ごと、合計） 

  ※７（２）で定める額を上限額とします。 

⑤ 管理運営体制（組織・人員体制・勤務体制・雇用計画等） 

⑥ その他必要事項 

（３）応募の資格及び要件に関する書類（団体概要書、直近２か年度の事業及び決算報

告書、役員名簿等） 

（４）定款、寄附行為、規約、設置要綱その他これらに類する書類 

（５）登記事項証明書（法人の場合） 

（６）市税の滞納がないことを証明する書類 

（７）過去の指定実績がわかる書類（該当の場合のみ） 

（８）応募資格に関する調査に同意する書類（様式第３号） 
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（９）共同事業体協定書兼委任状（様式第６号）  

※共同事業体で参加する場合のみ提出 

（10）共同事業体体制一覧 （様式第７号） 

※共同事業体で参加する場合のみ提出 

※申請に当たって提出していただく書類は、原則として山陽小野田市情報公開 

   条例による情報公開の対象となります（ただし、山陽小野田市情報公開条例 

   第９条各号に定める非公開情報に該当するものを除く）。 

 

７ 利用料金及び指定管理料 

（１）利用料金 

① 指定管理者は、施設の使用料等を利用料金として自らの収入としま

 す。収受した利用料金は、施設の管理運営に要する経費に充てるも

 のとします。 

② 利用料金の額及び減額又は免除については、山陽小野田市都市公園

 条例によるものとします。 

（２）指定管理料 

① 利用料金収入のほかに、施設の管理運営に要する経費に充てるため市は指

 定管理者に対し、指定期間中に次の金額を限度額として指定管理料を支払

 います。 

各年度（単年度）分 

 
４２，６６９，０００円（税抜き） 

別に消費税及び地方消費税の額を加算します。 

５ か 年 合 計 

 
２１３，３４５，０００円（税抜き） 
別に消費税及び地方消費税の額を加算します。 

※指定管理者の業務にかかる経費には、人件費、需用費、役務費、委託料、イベ

ント等実行費、使用料及び賃借料、原材料費、備品費、租税公課が含まれ、電

気料金、水道料金、ガス料金、下水道料金、汲み取り料金、電話代等もその経

費に含みます。なお、応募において指定管理料が限度額を上回ることのないよ

うにしてください。 

② 指定管理料の額は、指定管理者の業務にかかる経費の支出見込額から利用料金

等の収入見込額を差し引いた額とし、公募の際に指定管理者から提案のあった金

額を基に、市と指定管理者の２者で締結する協定において定めます。 

③ 指定管理料は、災害の発生など特別な場合を除き、原則として変更しません。

また、指定管理者の経営努力により、生じた利益については、原則として指定管

理者の利益とします。 
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８ 現地説明会の実施 

  現地説明会を、次により開催します。参加を希望される場合は、別紙現地説明会参

加申込書（様式第４号）に団体の名称及び参加される方の氏名を記入の上、令和５年

９月１９日（火）までに提出してください。 

（１）開催日時 令和５年９月２１日（木）午後２時から２時間程度 

（２）開催場所 須恵健康公園管理棟 

（３）留意点 

  ① 説明会への参加は希望者のみであり、応募要件ではありません。 

  ② 募集要項等の配付は行いませんので、各自持参してください。 

 

９ 質問事項の受付 

  募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受付けます。 

（１）受付期間 令和５年９月１５日（金）から９月２９日（金）まで 

（午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

（２）受付方法 別紙質問書（様式第５号）に記入の上、都市計画課に直接提出、ファ

ックス、郵送又は電子メールで提出してください。直接提出以外の場

合は、着信確認を行ってください。（直接提出の場合は、土日祝日を

除く。） 

（３）回    答  令和５年１０月４日（水）から市ホームページにて回答の閲覧を供し

ます。再質問は、初日に限り受付けます。 

 

１０ 募集要項の配布場所及び申請書の提出先並びに提出方法及び提出期間 

（１）配布場所・提出先 

    山陽小野田市都市計画課（市役所別館１階） 

    〒７５６－８６０１ 山陽小野田市日の出一丁目１番１号 

    電話 0836-82-1162      ファックス 0836-84-7129 

   ※募集要項は市ホームページからダウンロードもできます。 

（２）提出方法  

書留郵便又は持参 

   ※電子メール、ファックスでの提出は認めません。 

（３）配布・提出期間  

令和５年９月１５日（金）から１０月３１日（火）までの日（土日祝日を除

く。）の午前８時３０分から午後５時１５分までとします。 

※郵送の場合、最終日の午後５時１５分までに必着のこと。 

（４）提出部数 正本１部及び副本８部 

   ※市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

   ※受付期限を過ぎての申請書類の訂正は、原則として認めません。 

   ※申請書類にページ番号を付記すること。 
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１１ 選定方法  

   指定管理者選定委員会において、各委員が選定基準に沿って、それぞれ審査し、

審査した評点の合計が最も高い申請者を指定管理者候補者として選定します。 

     【選定基準】① 市民の平等な利用が確保されること。 

         ② 施設の効用が最大限に発揮されること。 

                 ③ 施設の管理を安定して行う能力を有していること。 

                 ④ 施設の管理経費の縮減が図られていること。                  

   ※選定委員会で審査した結果、施設の管理を行うに適当と認められる者がいない

と判断された場合は、改めて指定管理者の募集を行います。 

 

１２ 申請に要する経費 

   申請に要する経費等はすべて申請者の負担とします。 

 

１３ 無効又は失効 

   次の事項に該当する場合は、無効又は失効となることがあります。 

（１）申請書の提出先、提出方法、提出期限が守られなかったとき。 

（２）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。 

（３）申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき。 

（４）虚偽の内容が記載されているとき。 

（５）提案された指定管理料が上限額を上回ったとき 

（６）その他、選定委員会で協議の結果、審査を行うに当たって不適当と認められたと

き。 

 

１４ 選定委員会 

   令和５年１１月７日（火）に実施します。（予定） 

   ※都合により変更となる場合があります。 

   当日は、申請団体によるプレゼンテーションを行っていただきますので出席方お

願いします。時間、場所等については後日連絡します。 

 

１５ 選定結果 

   結果については、後日、各申請者に文書で通知します。 

 

１６ 指定管理者の決定及び指定管理料 

（１）指定管理者は、令和５年１２月山陽小野田市議会の議決を経て決定（指定）され

ます。なお、議決が得られなかったときは、市は指定管理者の指定は行いませ

ん。この場合において、市及び指定管理者候補者は、互いの相手方に損害賠償の

請求は行わないものとします。 

（２）議決後に市と指定管理者との間で協定を締結しますが、この協定の指定管理料は
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当該年度予算額以内となりますので、申請時に提出のあった指定管理料の提案額

を下回る場合があります。 

（３）協定等の解釈に疑義が生じた場合又は定めのない事項が生じた場合については、

市と指定管理者とは誠意をもって協議するものとします。 

（４）指定管理者の決定後に辞退する場合は、辞退により生じた市が受ける損害の全部

又は一部について賠償するものとします。 

 

１７ その他 

（１）既定の様式は、別添のとおりです。 

（２）提出書類は、お返しできません。 

（３）提出書類は、選定協議の目的で使用する場合に限り複写します。 

（４）提出書類は、情報公開の請求により開示する場合があります。 

（５）受付期限を過ぎての申請書類の訂正は、原則として認めません。 

（６）指定管理者候補者に選定された場合、申請者固有のノウハウなど外部への報告に

 適さない情報を除いた「提案概要書」を選定後速やかに提出していただき、本資

 料を用いて議会等への報告を行うことで、著作権及び知的財産権の取扱いに留意

 します。また、提案概要書の内容は、議会、報道機関への情報提供及び市の広報

 媒体での掲載のために無償で使用することができるものとします。なお、申請者

 が、提出書類の内容に固有のノウハウなど外部への報告に適さない情報が含まれ

 ていないと判断する場合、提案概要書の提出を省略することができます。 

（７）市から提供された募集要項、関連資料等は本募集に係る書類作成のために利用す

 る以外は利用を認めません。 

（８）市は、天変地異、政策変更等やむを得ない事業がある場合は、本募集を凍結し、

 又は中止する場合があります。 
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番号 種　目 公園名 所在地 面積（ha） 備　考

1 緑地公園 東沖緑地 大字小野田字末広 6.10 庭球場

2 総合公園 二番堤公園 大字小野田字二番溜池及び字江の尻 4.23

3 若山公園 大字小野田字若山の三他 4.58 野外ステージ

4 須恵健康公園 須恵一丁目 3.78 庭球場・体育館

5 縄地ケ鼻公園 大字西高泊字縄地他 4.61

6 高千帆公園 日の出三丁目 0.25

7 旭町公園 大字東高泊字一の貝柄塚　他 0.29

8 桜町公園 中川四丁目 0.25

9 ひばりが丘公園 柿の木坂一丁目 0.29

10 えびす公園 須恵三丁目 0.23

11 くし山公園 くし山二丁目 0.26

12 叶松公園 叶松二丁目 0.56

13 有帆公園 新有帆町 1.20

14 旦公園 大字小野田字二反田二 0.27

15 高千帆ふれあい公園 大字西高泊字平原 0.80

16 浜田公園 大字有帆字六の濱田 0.28

17 西高泊公園 大字西高泊字竜王田他 0.61

18 高泊児童公園 大字西高泊字西大塚 0.33

19 第１号高千帆台児童公園 高千帆二丁目 0.31

20 第２号高千帆台児童公園 高千帆二丁目 0.19

21 大休団地児童公園 大休団地 0.13

22 共和台子供広場 共和台 0.12

23 共和台中央公園 共和台 0.15

24 地産団地児童公園 柿の木坂三丁目 0.15

25 船越青葉台公園 青葉台1924-44 0.22

26 柿の木坂南公園 柿の木坂一丁目 0.18

27 新生町ふれあい公園 新生三丁目 0.31

30.68

地区公園

合計

街区公園

 

表-１ 

    

都市公園施設（小野田地区） 
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表-２ 

 

 都市公園外施設（山陽地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 種　目 公園名 所在地 面積（ha） 備　考

1 河畔公園 厚狭川河畔寝太郎公園 大字厚狭字石束 2.00
「ゆめ広場」「千石船」
「わらじ」「桶」
「砂金」の公園

2 緑地公園 厚狭駅南緑地 桜一丁目 0.10

3 総合公園 物見山公園 大字郡字物見山 19.03

4 糸根公園 大字埴生字赤子寝、前場 5.61

5 石山公園 3.69

6 常盤公園 大字厚狭字上河原 0.13

7 殿町公園 大字郡字上郡 0.29

8 寝太郎公園 大字鴨庄字焼田 0.18

9 厚陽公園 大字郡字下ノ濱 0.10

10 浜崎公園 大字埴生字濱崎 0.16

11 厚陽団地公園 大字郡字柳 0.17

12 西善寺公園 大字厚狭字西善寺 0.15

13 緑ケ原公園 大字厚狭字束ノ原 0.15

14 西側公園 大字埴生字西ケ浴 0.12

15 大沖田公園 大字鴨庄字大沖田 0.11

16 中市児童公園 大字埴生字下市 0.07

17 天満町児童公園 厚狭一丁目 0.10

18 石丸児童公園 大字山川字石丸 0.24

19 萩原児童公園 大字山野井字萩原 0.14

20 大河内児童公園 大字津布田字大河内 0.11

21 山野井児童公園 大字山野井字疫神 0.25

22 梶児童公園 大字郡字沖二ノ一 0.11

23 さくら公園 桜二丁目 0.52

24 ねたろうの里公園 桜二丁目 0.12

25 その他 松南公園 0.11

33.76

街区公園

地区公園

合計
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表-３ 

山陽小野田市都市公園条例に基づく施設使用料 

有料公園施設名 時間区分

使用区分 

午前9時から正午まで 正午から午後5時まで 午後5時から日没まで 

東沖緑地及び 

須恵健康公園 

庭球場 

一般使用 100円 100円 100円 

高校生以下 50円 50円 50円 

市外申込者の使用料は、定額の3倍とする。 

須恵健康公園 

体育館 

区分 金額(１時間につき) 

1/3面 100円

半面 150円

2/3面 200円

全面 300円

器具を使用した場合は、次の使用料を加算して徴収する。 

区分 品名 単位 1回につき 

体育器具 バレーボール 一式 410円

バドミントン 一式 100円

インディアカ 一式 100円

卓球 一式 100円

庭球 一式 410円

若山公園野外ステ

ージ 

区分 金額 

午前9時から 

正午まで 

正午から 

午後5時まで 

午後5時から 

午後10時まで 

時間区分帯以外 

(1時間につき) 

午前 午後 

1,040円 1,250円 1,570円 200円 310円

業として使用する場合は、上記にかかわらず、1日につき9,420円とする。 

備考 

1 使用時間は、準備及び片づけに要する時間を含む。 

2 使用時間に時間区分帯の欄の時間(1日が単位の場合は1日、1時間が単位の場合は1時

間)に満たない時間があるときは、当該区分に掲げる時間を使用したものとして使用料を

徴収する。 
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3 若山公園野外ステージの時間区分帯以外(1時間につき)の欄の使用料は、午前9時前及び

午後10時後の使用について適用する。この場合において、使用時間に1時間未満の端数

が生じたときは、1時間に切り上げて徴収する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

 山陽小野田市建設部都市計画課 管理緑地係 

   電話 0836-82-1162 ファックス 0836-84-7129 

    E-mail：toshikei@city.sanyo-onoda.lg.jp 

  市公式ホームページ：https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp 

 



（様式第１号） 

令和  年  月  日 

 山陽小野田市長 藤田 剛二 あて 

                   

                所 在 地 

          申請者   団 体 名 

                  代表者氏名               

                電 話 番 号      

 

指定管理者指定申請書 

 

 指定管理者の指定を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

 １ 指定を受けようとする団体 

         

名     称 

 

   事務所の所在地 

 

 ２ 管理を行おうとする公の施設の名称 

    北部地区都市公園外施設 

 

 ３ 添付書類 

□ 事業計画書 

□ 応募の資格及び要件に関する書類 

□ 定款、寄附行為、規約、設置要綱その他これらに類する書類 

□ 登記事項証明書（法人の場合） 

□ 市税の滞納がないことを証明する書類 

□ 過去の指定実績がわかる書類（該当の場合のみ） 

□ 応募資格に関する調査に同意する書類 

□ 市長が必要と認める書類 

     （募集要項に記載された書類） 

 

 



（様式第２号） 

 
北部地区都市公園外施設指定管理に関する事業計画書 

団 体 名       
 

 

代 表 者 氏 名       
 

 
設立年月日      

 

 

団 体 所 在 地       
 

 

電 話 番 号       
 

 
ＦＡＸ 

 

 

Ｅ－ｍａｉｌ 
 
 

   

現在運営している或いは過去に運営していた主な類似施設等 

施設等の名称       所 在 地 主な業務内容 運営年月 

 
 

                

          

        

 
開始 

 

終了 

 

 

 

 

 

               

               

 

 

                   

開始 

 

終了 

 

  

 現在運営している或いは過去に運営していた上記以外の主な施設 

施設等の名称       所 在 地 主な業務内容 運営年月 

   
 

開始 

 

終了 

 

   開始 

 

終了 

 

   開始 

 

終了 

 

 

 



（事業計画書） 
 
 ① 施設の管理運営方針－１ 
 

【管理運営を行うに当たっての経営方針について】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【安心・安全の面からの管理運営の具体策などの特徴的な取組について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（事業計画書） 
 

 ①施設の管理運営方針－２ 

 

【施設の管理について】 

１．職員の配置（指揮命令系統のわかる組織図を含む） 

 

 

 

２．職員の研修計画 

 

 

 

３．経理 

 

 

 

 

【施設の運営について】 

１．サービスを向上させるための方策 

 

 

 

 

２．利用者等の要望の把握及び現実策 

 

 

 

 

３．利用者のトラブルの未然防止と対処方法 

 

 

 

 

４．その他（地域の連携、他施設との連携）  

 

 

 

 

 



（事業計画書） 
 

① 施設の管理運営方針－３ 

 

【個人情報の保護の体制と措置について】 

 

 

 

 

【緊急時対策について】 

 １ 防犯、防災の対応 

 

 

 

 ２ その他、緊急時の対応 

 

 

 

 

【団体の理念について】 

１ 団体の経営方針 

 

 

 

２ 指定管理者の指定を申請した理由 

 

 

 

３ 施設の現状に対する考え方及び将来展望 

 

 

 

 

【その他 特記すべき事項】 

 

 

 

 

 

 



（事業計画書） 
 

 ②指定期間の業務計画－１（維持管理） 

事業名 目的・内容等 実施時期・回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（事業計画書） 
 

 ②指定期間の業務計画－２（地域連携事業・自主事業） 

事業名 目的・内容等 

（地域連携事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自主事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（事業計画書） 
 

 ③指定期間の収支計画（年度ごと、合計） 

    

１．収入の部                                            （単位：千円） 

項 目 内   訳 金 額（税抜） 金 額（税込） 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       収入合計（A） 
 

 

  

 

２．支出の部 

項 目 内   訳 金 額（税抜） 金 額（税込） 備 考 

人件費 
 

 

 

 

  

 

需用費 
 

 

 

 

  

 

役務費 
 

 

 

 

  

 

委託料 
 

 

 

 

  

 

イベント等 

実行費 

   地域連携事業

に係る経費 

使用料及び

賃借料 

    

原材料費 
    

備品費 
    

租税公課 
    

支出合計（B） 
 

 

  

 

 

収支（A） ― （B） 
 

 

 

 

※本様式は、年度ごと及び全体がわかるように作成のこと 

※税込表記の消費税及び地方消費税については、１０％で算定してください。 



（事業計画書） 

 

 ④指定管理料 

指 定 管 理 料 

年 度 金 額（税抜） 金 額（税込） 備 考 

令和６年度 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

令和７年度 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

令和８年度 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

令和９年度 

 
 

 
 

  
 

 
 

令和１０年度 

 
 

 
 

  
 

 
 

合   計 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

   

※税込表記の消費税及び地方消費税については、１０％で算定してください。 
 
※管理経費の縮減を図り、指定管理に要する額を十分に精査して、指定管理料の
限度額内で指定管理料を提示してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（事業計画書） 
 

 ⑤管理運営体制 

 

１．組織 

 

 

 

 

 

 

 

２．人員体制 

 

 

 

 

 

 

 

３．勤務体制 

 

 

 

 

 

 

⑥その他必要事項 

【その他必要事項】 

 

 

 

 

 

 



（様式第３号） 

 

同意書 

 

                       令和  年  月  日  

 

 山陽小野田市長 藤田 剛二 あて 

 

           所在地 

 

            団体名                   印 

                 

 代表者氏名                 印 

 

            連絡先等（電話、FAX） 

 

 指定管理者指定を申請にするに当たり、応募資格に関して必要がある場合は山陽

小野田市が関係機関に対して調査を行うことに同意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第４号） 

 

現地説明会参加申込書 

 

                       令和  年  月  日  

 

 山陽小野田市長 藤田 剛二 あて 

 

           所在地 

            団体名 

 

            担当者氏名 

 

            連絡先等（電話、FAX） 

 

北部地区都市公園外施設指定管理に係る現地説明会への参加を申し込みます。 

 

参 加 者 氏 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

提出先：〒７５６－８６０１  山陽小野田市日の出一丁目１番１号 

                山陽小野田市建設部都市計画課 

                TEL ０８３６－８２－１１６２ 

                FAX ０８３６－８４－７１２９ 



（様式第５号） 

 

質  問  書 

 

                 令和  年  月  日  

 

 山陽小野田市長 藤田 剛二 あて 

 

             団体名 

 

             担当者氏名 

 

             連絡先  電 話 

                  F A X等 

 

北部地区都市公園外施設指定管理者募集要項について、次のとおり質問します。 

 

番 号 項 目 質  問  事  項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

※ 項目欄には募集要項等の頁、見出しも記載してください。 

※ 頁が不足の場合は、複数頁にわたっても構いません。 

  提出先：山陽小野田市建設部都市計画課 

 



共同事業体協定書兼委任状 

令和  年  月  日 

山陽小野田市長 様 

共同事業体名： 

代表団体 所  在  地                 

名    称                 

代表者職氏名                ㊞ 

 

件  名 北部地区都市公園外施設指定管理者 

上記件名の公募に参加するため、募集要項に基づき、共同事業体を結成し、山陽小野田市との

間における下記事項に関する権限を代表団体に委任して申請します。 

 なお、当該件名の指定管理者に指定された場合は、各構成団体は指定管理者としての業務の

遂行及び業務の遂行に伴い当共同事業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負いま

す。 

共同事業体の

名称 

 

共同事業体の

代表団体 

（受任者） 

所在地 

名称 

職・氏名                           ㊞ 

共同事業体 

事務所所在地 
 

共同事業体の

構成団体 

（委任者） 

所在地 

名称  

職・氏名                           ㊞ 

所在地 

名称 

職・氏名                           ㊞ 

共同事業体の

成立、解散の

時期及び委任

期間 

令和 年 月 日から当該指定管理者の指定終了後３か月を経過する日まで。ただし、

当共同事業体が上記件名の指定管理者とならなかった場合はただちに解散します。ま

た、当共同事業体の構成団体の脱退又は除名については、事前に市の承認がなければこ

れを行うことができないものとします。 

委 任 事 項 

１ 指定管理者の指定の申請に関する件 ２ 応募書類の提出に関する件 

３ 応募の辞退に関する件       ４ 協定締結に関する件 

５ 委託料の請求受領に関する件    ６ 契約に関する件 

そ の 他 

１ 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできません。 

２ この協定書に定めのない事項については、構成団体全員により協議することとしま

す。 

（備考） 共同事業体を結成して公募に参加する場合はこの様式を提出してください。また、

共同事業体の構成団体の数が３者を上回る場合は、この様式に準じて様式を作成してくださ

い。 

（様式第６号） 



共 同 事 業 体 体 制 一 覧 

令和  年  月  日 

（共同事業体の名称） 

   

   注） 構成団体が特定できるような名称にしてください。 

〔代表団体 連絡先等〕 

名称  

所在地  

代表者 
（職・氏名） 

 

担当者  部署･役職  

連絡先 
TEL：                  ／FAX：    

E-mail： 

 

〔構成団体 連絡先等〕 

1 

名称  

所在地  

代表者 
（職・氏名） 

 

担当者  部署･役職  

連絡先 
TEL：                  ／FAX：    

E-mail： 

2 

名称  

所在地  

代表者 
（職・氏名） 

 

担当者  部署･役職  

連絡先 
TEL：                  ／FAX：    

E-mail： 

注）共同事業体の構成団体の数が３者を上回る場合は、この様式に準じて様式を作成して

ください。 

（様式第７号） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北部地区都市公園外施設 
 

指定管理業務仕様書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年９月 
 

 

山陽小野田市建設部都市計画課 
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1 

 

北部地区都市公園外施設指定管理業務仕様書 

 

指定管理者は、北部地区都市公園外施設（以下「公園施設」という。別紙１-

１，別紙１-２，別紙１-３，別紙１-４「公園維持管理地区一覧表」）について、

この仕様書に基づき公園施設の管理に関する業務（以下「管理業務」という。）

を行わなければならない。 

 

１ 管理業務の実施にあたっての基本方針 

指定管理者は公園施設を管理するに当たり、次に挙げる項目により管理を行うものと

する。 

（１）公園を広く市民の利用に供するとともに、公園の適正な管理を実施すること。 

（２）地域住民や利用者の意見及び要望を管理運営に反映し、サービスの向上を図ること。 

（３）個人情報の保護を徹底すること。 

（４）効率的かつ効果的な管理を行うこととし、環境負荷の低減と施設の保全に努め、運

営費の縮減に努めること。 

（５）利用者の平等な利用を確保し、正当な理由がない限り施設の利用を拒まないこと。 

（６）指定管理者は、業務を一括して第三者に再委託してはならない。ただし、一部の業

務を第三者に委託する場合は市の承認を得ること。 

 

２ 法令の遵守 

管理業務の実施にあたっては、次の法令等を遵守すること。 

（１）都市公園法、都市公園法施行令、都市公園法施行規則 

（２）海岸法、海岸法施行令、海岸法施行規則 

（３）地方自治法、地方自治法施行令、地方自治法施行規則 

（４）山陽小野田市都市公園条例、山陽小野田市都市公園条例施行規則 

（５）個人情報保護法、山陽小野田市行政手続条例、山陽小野田市個人情報保護法施行条

例、山陽小野田市情報公開条例、山陽小野田市暴力団排除条例、山陽小野田市財務

規則、山陽小野田市指定管理者指定手続条例 

（６）労働基準法等、職員の労働条件に関する法規 

（７）消防法、建築基準法、労働安全衛生法、電気事業法、浄化槽法等、施設の維持又は

設備の保守に関わる法規 

（８）その他公園施設の管理運営に関連する法規 
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３ 管理運営に関する基準 

（１）有料公園施設の供用日及び供用時間は下表のとおりとする。 

※指定管理者は、必要があると認めるときは、山陽小野田市（以下「市」という。）の

承認を受けて、供用日又は供用時間を変更することができる。この場合は、利用者に

対してその旨について周知を図ること。 

 

（２）利用料金 

  ① 別紙２「山陽小野田市都市公園条例に基づく施設使用料」の範囲内において、指

定管理者があらかじめ市長の承認を受けた利用料金を施設利用者から徴収する

こと。 

② 利用料金を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。 

③ 利用料金の減額又は免除の決定は、山陽小野田市都市公園条例施行規則に基づく。 

 

（３）使用の制限 

  ① 指定管理者は、市が必要と認める場合を除き、施設をその目的外に使用すること

はできない。 

② 市の承認なしに、施設の設備及び備品を第三者に譲渡し、転貸し、又は貸借権そ

の他使用若しくは収益を目的とする権利を設定することはできない。 

③ 次に該当する場合は、使用を許可することはできない。 

  ア 公の秩序又は風紀を乱す恐れがあると認められるとき。 

   例示：暴力団の構成員等他人に不快感を与える恐れがある者 

      騒音の発生、暴力行為等他人に迷惑な行動をする者 

  イ 施設又は設備を損傷し、若しくは滅失する恐れがあると認められるとき。 

  ウ 管理上支障があると認められるとき。 

エ その他利用上適当でないと認められるとき。 

 

４ 指定管理者が行う管理業務 

指定管理者が行う管理業務は、次のとおりとする。 

（１）公園施設の利用に関する業務 

① 公園施設の案内、利用受付業務 

ア 公園施設の利用者（以下「利用者」という。）からの問い合わせについての

案内及び対応 

（ア）利用者からの問い合わせについては、丁寧かつ適切な対応を行うこと。 

有料公園施設の名称 供用日 供用時間 

東沖緑地庭球場 1月4日から12月28日まで 午前9時から日没まで 

須恵健康公園庭球場 〃 〃 

須恵健康公園体育館 〃 午前9時から午後10時まで 

若山公園野外ステージ 〃 〃 
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（イ）公園施設に関する要望又は苦情に対しては、誠意をもって対応し、その内

容及び講じた措置を記録し、必要に応じて市に報告すること。 

イ 有料公園施設使用の受付 

（ア）有料公園施設の使用及び器具等の使用申込みについては、使用許可申請書

（指定管理者が定める任意の様式とする。）により受付けること。 

（イ）競技会、イベント、集会等による占用使用の場合は、主催者と事前に使用

する施設及びその範囲、使用器具及び使用時間、留意事項について打合わ

せを行うこと。 

② 利用指導、相談業務 

ア 公園施設、器具及び機材等の利用に係る指導、助言 

（ア）利用者からの問い合わせについては、丁寧かつ適切な対応を行うこと。 

（イ）利用者の安全確保のため、競技用器具、機材等の設置につき必要に応じて

立会うこと。 

（ウ）利用者が安全に公園施設を利用できるよう、指導、助言及び支援を行うこ

と。 

（エ）有料公園施設使用後の利用者に、貸出器具、用具の返却及び清掃の指示を

行うこと。 

イ 公園施設の利用状況の巡視及び指導 

公園内を巡視し利用者の利用状況を確認するとともに、安全管理上問題があ

る場合は利用者に指導又は協力の要請を行うこと。 

③ 利用者ニーズの把握 

ア 指定管理者は利用状況や利用者の意見、満足度等を把握するため利用者アン

ケートを実施するなど、利用者ニーズの把握に努め市に報告すること。 

イ アンケート調査後は、内容について分析し、その後の管理運営業務に適切に

反映させること。 

④ 利用促進業務 

指定管理者は公園の効用を最大限発揮するため、利用促進に努めるものとする。 

ア 啓発業務 

イ 広報業務 

公園の利用促進に効果ある宣伝広報を行うこと。 

（ア）公園施設見学者の対応 

（イ）その他指定管理者が必要と認める広報業務 

ウ 利用促進に係るサービスの提供 

利用促進に係る各種サービスの提供を行うこと。サービス提供については、

指定管理者の自由な発想に基づく創意工夫に委ねるので、特に基準は設定し

ない。ただし、新サービスの実施にあたっては、事前に市と協議をすること。 

⑤ その他 

その他、公園施設の利用に係る業務を行うこと。 
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（２）許可に関する業務 

① 有料公園施設の使用許可 

ア 山陽小野田市都市公園条例（以下「条例」という。）第７条第１項で規定す

る有料公園施設のうち、東沖緑地庭球場、須恵健康公園庭球場及び体育館、

若山公園野外ステージの使用についての申請（４の(1)の①のイに係る申請）

に対して許可又は不許可の決定をすること。  

イ 許可又は不許可の決定にあたっては、公園が公の施設であることを鑑み、利

用者に不当又は不平等な取扱いをすることのないよう留意することとし、許

可又は不許可に疑義が生じた場合は市と協議すること。 

ウ 許可にあたっては、公園施設の管理のため、必要な範囲内で条件を付するこ

とができることとする。 

② 許可の取消し、効力停止及び条件変更 

ア 上記①の許可は、次の場合に取消し又は効力の停止、許可に付した条件の変

更ができるものとする。 

（ア）条例に違反した場合 

（イ）許可に付した条件に違反した場合 

（ウ）偽りその他不正な手段により許可を受けた場合 

イ 上記アにより許可を取消し、又は効力の停止をした場合は、速やかに市に報

告すること。 

 

（３）利用料金の収受等に関する業務 

利用料金の収受にあたっては、有料公園施設の使用目的、使用者及び使用日時に応

じて料金区分が異なるので、別紙２「山陽小野田市都市公園条例に基づく施設使用料」

の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けた利用料金を施設使用

者から徴収すること。（利用料金を変更するときも同様にあらかじめ市長の承認を受

けること。）なお、利用料金の減額又は免除の決定は、山陽小野田市都市公園条例施

行規則に基づくものとする。 

 

（４）公園施設の維持管理に関する業務 

公園施設の維持管理にあたっては、利用者が公園施設を安全かつ快適に利用できる

状態を常に維持すること。当業務の内容は次のとおりとし、各施設の業務基準の詳細

は別紙３-１，別紙３-２「公園施設別維持管理業務基準書」（以下「基準書」とい

う。）に示すとおりとする。また、浄化槽維持管理業務については別紙５の委託仕様

書に基づいて実施すること。 

 

① 植物管理 

公園内の樹木、芝生、草花等の維持管理 

ア 常に良好な状態を維持し、植物の特性にあった管理を行うこと。 

イ 景観の向上、環境保全、防災機能といった公園内の植物がもたらす効用に留

意した管理を行うこと。 
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ウ 上記ア、イの達成のために必要があると認められる場合は、基準書の記載の

有無に関わらず必要な措置を講ずること。 

② 施設管理 

ア 指定管理者は、建築物、電気設備、機械設備、工作物等の適切な維持管理を

行うこと。なお、防火管理者を１名配置すること。 

（ア）点検、保守 

公園施設の設備等の機能状態や劣化の程度を検査し、適切な保守により機

能の維持を図るとともに、機能に異常又は劣化が生じた場合は、速やかに

部品交換、修繕等必要な措置を講ずること。 

（イ）運転、監視 

公園施設の設備等を正常に稼働させること。 

（ウ）清掃 

利用者が快適に公園施設を利用するために、施設を清潔な状態に保つとと

もに、施設保全の観点からも適正な清掃を実施すること。 

    （エ）警備 

      ㋐ 火災・盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警戒・防止するため、定期

的に施設を巡回して不審者・不審物及び施設内の異常箇所の発見に努める

こと。 

      ㋑ 須恵健康公園管理棟においては機械警備を実施すること。なお、現在以

下の仕様にて機械警備を実施している。 

      ・警備委託会社 綜合警備保障㈱ 

・警備の方式  ＡＬＳＯＫガードシステム 

・業務の種類  防犯サービス・火災監視サービス 

・警備区域   須恵健康公園体育館 

・警備時間   平日２２：００～翌８：３０（休日２４時間） 

イ 適正な施設管理のために必要があると認められる場合は、基準書の記載の有

無に関わらず必要な措置を講ずること。 

③ 施設修繕 

修繕料は、市が定めた額（年間２００万円（消費税及び地方消費税を含まず））

の範囲で行うものとする。ただし、一件あたり１０万円以上（消費税及び地方消

費税を含まず）の経費がかかる場合は、市と協議を行った上で行うこと。 

（５）備品管理業務 

① 市は、現に所有する備品及び貸出用備品については、指定管理者に無償で貸与す

ることとする。なお、指定管理業務に必要な備品を指定管理者が指定管理料で購

入した場合は、市の所有とする。ただし、これにより難い場合は、市の承認を得

て指定管理者の所有物とすることができる。 

② 指定管理者が自らの費用で備品を購入した場合は、その所有権は指定管理者に属

する。 

③ 新たな備品及び貸出用備品は、あらかじめ市と協議の上、購入するものとする。 
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④ 市の所有に属する備品及び貸出用備品は、備品台帳を備えてその保管に係る物品

を管理し、購入及び廃棄等の異動について定期的に市に報告するものとする。 

 

（６）地域連携事業の企画及び実施 

都市公園外施設において、自らの提案により事業目的、各種法令、例規等を満たす

範囲において、各施設の魅力向上や自然環境の保全や美観活動への意識付けにつなが

る取組を指定管理料の範囲内で行うものとする。 

なお、企画・運営の詳細は指定管理者からの提案とするが、実施に当たっては、あ

らかじめ市と協議した上で実施すること。 

① 利用者の拡大及び集客アップに向けた取組 

② リピーターを獲得するためのイベント 

   ③ 市内外への認知度向上に向けた取組 

④ 都市公園等保全・整備のための取組 

※地域のボランティア団体や事業者、山口東京理科大学など周辺の関係者と協力

し、業務の実施に努めること。 

 

（７）自主事業の企画及び実施 

  ① 指定管理者は、指定管理業務の運営を妨げない範囲において、指定管理者の責

任と費用により、施設の目的に沿った自主事業を行うものとする。 

② 自主事業の実施により得た収益は指定管理者の収入とするが、自主事業に要す

る経費に市が支払う指定管理料を充てることはできない。 

③ 自主事業の実施に伴う一切の責任を指定管理者が負うものとする。 

  ④ 自主事業の実施に当たっては、市と協議の上、必要な許可手続き等を経て実施

し、報告すること。 

⑤ 経理区分については、指定管理業務に係る経費と自主事業に係る経費を区分し

て整理すること。 

 

（８）施設賠償責任保険の加入 

本市の施設は全国市長会市民総合賠償補償保険に加入しており、平成２３年度の制

度改正により、指定管理者が負うべき賠償責任についても指定管理者そのものを被保

険者とみなし、市の責任と同様に本保険の対象となったが、施設内で指定管理者が独

自の事業を運営する場合の賠償責任はその指定管理者が負うこととなるので、指定管

理者は、施設賠償責任保険に加入すること。なお、その補償額は、下記の額以上とす

る。 

・対人賠償 １名につき  ５，０００万円 １事故につき ５億円 

・対物賠償 １事故につき １，０００万円 

 

（９）公共機関、各種団体、地域住民との連絡調整業務 

① 公共機関、各種団体、地域住民と協調を図り、利用促進に努めること。 
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② 公共機関、各種団体、地域住民からの依頼、要請に対しては誠意をもって対応す

ること。 

 

（10）事業報告 

事業に関する報告書その他市が求める資料を市が指定した期日までに提出するこ

と。 

ア 各年度の事業計画書 

イ 月次業務報告書及び四半期次業務報告書 

ウ 次の事項を記載した各年度事業終了後の事業報告書 

（ア）管理業務の実施状況に関する事項 

（イ）施設の利用状況に関する事項 

（ウ）施設の使用料の状況 

（エ）管理に係る経費の収支状況 

（オ）セルフモニタリング結果 

（カ）前各号に掲げるもののほか、市が必要と認める事項 

エ その他市が求める資料等 

 

（11）災害時、緊急時の対応 

① 災害、事故等緊急時には、利用者の安全確保を図り、関係機関と連携をとりなが

ら迅速かつ的確な対応をすること。あわせて速やかに市に状況報告を行うこと。 

② 台風、豪雨等自然災害により公園施設に被害が生じた場合は、速やかに市に報告

すること。 

③ 緊急時に備えて危機管理体制を整えておくこと。 

 

（12）管理業務のマニュアル化等 

    管理業務の平準化のため次の事項に留意すること。 

① 指定期間中に、管理業務のマニュアル化を行うこと。 

② 指定期間中に、現存する図面の整理に努めること。 

③ 指定期間を通じて生じた管理運営方法又は施設及び設備の変更事項を記録に残

すこと。 

④ 施設の利用状況、施設の維持管理に係る作業状況については、必ず記録に残し、

整理された状態で保管すること。 

 

（13）経理事務 

  ① 公共料金、物品購入、役務の対価の支払い等、施設の管理運営に要する経費の支

払いは適切に行うこと。 

  ② 収支計算等の経理を行うこと。 

  ③ 指定管理業務の経費及び収入は、指定管理者が行う他の事業と区別すること。 

 

 



 

8 

 

 

（14）自動販売機の設置 

  ① 施設利用者の利便性を高めるため飲料水等の自動販売機を以下の都市公園に設置

すること。 

   ア 縄地ケ鼻公園 １台 

   イ 東沖緑地   ３台 

   ウ 須恵健康公園 ３台 

   エ 糸根公園   １台 

  ② 指定管理者は、自動販売機設置に伴い発生するごみを適切に処理するため、指定

管理者の設置する自動販売機付近に容器回収箱を設置し、ごみの回収を実施する

とともに、整理整頓、清掃を実施すること。 

  ③ 自動販売機の設置に当たっては転倒防止等の措置を施すこと。 

  ④ 自動販売機等の設置に伴う収入は指定管理業務の収入とする。 

  ⑤ 自動販売機の設置に当たっては、山陽小野田市都市公園条例に基づく許可を受け

ること（毎年度提出）。 

 

（15）セルフモニタリングの実施 

事業者は、自らの運営業務及び維持管理業務のサービス状況を維持・改善するよ

う、セルフモニタリングを実施すること。 

セルフモニタリングの実施に当たっては、仕様書に示す業務について、具体的な

項目や指標の達成目標を設定し、業務が確実に遂行されているか確認し市に報告す

ること。セルフモニタリングの結果を踏まえて、課題を確認した場合は、速やかな

解決に努めること。 

 

５ 指定管理者の収入と支出 

（１）指定管理者の収入 

  ① 指定管理料 

  ② 利用料金 

  ③ 自動販売機収入 

④ 自主事業による収入 

 

（２）指定管理者の支出   

① 人件費（現場職員の給料、交通費等） 

  ② 業務管理費（業務全般の総合調整に関する経費、現場職員の福利厚生費等） 

  ③ 事業費 

  ④ 法定福利費 

  ⑤ 需用費（消耗品費、光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、保守点検費、１０万円

（消費税及び地方消費税を含まない）未満で年間２００万円（消費税及び地方消費

税を含まない）までの施設及び設備の修繕費等） 

  ⑥ 保険料 
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  ⑦ 公租公課 

  ⑧ 自動販売機設置に係る費用 

 

６ 管理業務実施に当たって市及び指定管理者が費用及び危険を負担する範囲 

  管理業務の実施にあたり、市及び指定管理者が費用及び危険を負担する範囲は、別紙

４-１、別紙４-２「山陽小野田市と指定管理者のリスク分担表」によること。 

 

７ 管理運営体制 

管理業務の実施に当たっての管理運営体制は次のとおりとし、その者の氏名及び管理

運営体制表を市に提出すること。その者に異動があった場合も同様とする。 

 

（１）総括責任者 

公園施設の管理業務全般の責任者として総括責任者を１名配置すること。 

 

（２）業務責任者 

利用関連業務（主として４の(1)、(2)及び(3)に関連する業務）、維持管理関連業

務（主として４の(1)、(2)及び(3)を除く業務）の責任者を決定すること。 

 

（３）業務担当者 

① 利用関連業務、維持管理関連業務を担当する者を配置すること。 

② 業務担当者は、業務内容に応じて必要な知識及び技能又は資格を有する者を充て

ること。 

③ 従事者は地元からの雇用を優先すること。 

 

（４）人員配置 

   管理業務の実施にあたっては、業務内容及び業務量を勘案して適切な数の人員を適

材適所に配置すること。 

 

（５）従事者の心得 

  ① 物腰、言葉遣いが穏やかで利用者に印象の良い対応ができること。 

  ② 利用者の安全に配慮し、事故が起こったときは迅速に対応すること。 

  ③ 施設に対する問い合わせに適切に対応できる知識の習得をすること。 

 

（６）従事者についての留意事項 

  ① 従事者が負傷、疾病その他の理由により業務遂行に支障がある場合は、速やかに

交代要員を確保すること。 

② 従事者の労務管理、安全衛生管理等については、関係法令を遵守し適切に行うこ 

と。 

③ 従事者の資質を高めるため、施設の管理運営に必要な知識と技術を習得させる研 

修等を実施すること。 
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④ 自己研鑽及び応接態度・技術の向上等の管理指導など服務規律については従事者

に十分に教育を行うこと。 

 

８ 情報の取扱いに関する事項 

（１）個人情報の保護に関する事項 

  ① 業務上知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律及び山陽小野

田市個人情報保護法施行条例により、適正な取扱いをすること。 

  ② 業務上知り得た個人情報の保護については、指定管理者でなくなった場合も同様

とする。 

 

（２）情報の公開 

  ① 公共施設の管理であることを認識し、山陽小野田市情報公開条例により、その管

理運営についての透明性を高めるよう努めること。 

  ② 個人情報の開示等、情報の保護及び管理、情報漏えい時の公表等に関する事項に

ついては、協定に定めるところにより遵守すること。 

 

（３）文書の管理 

  ① 指定管理者は、管理業務に当たって、作成し、又は取得した文書について、適正

な管理及び保存を行うこと。 

  ② 指定管理者は、管理業務に係る関係帳票及び経理関係書類について整備し、指定

期間満了の日から５年間保持しなければならない。 

 

（４）守秘義務 

 管理運営に際し知り得た情報を第三者に漏らし、又は自己の利益のために使用して

はならない。従事者及び指定管理期間満了後も同様とする。 

 

９ 指定管理者に対する監督 

（１）監督 

 市は指定管理者が管理する施設の管理運営の適正を期するため、指定管理者に対し

て、当該管理運営の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要

な指示を行うことができる。 

 

（２）指定の取消等 

  ① 指定管理者が倒産した場合、指定管理者の財務状況が著しく悪化した場合又は指

定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難になった場合は、市は指

定を取り消すことができる。指定管理者は、これにより生じた損害を市に賠償す

るものとする。 

  ② 指定管理者が市の指示に従わないときは、その指定を取り消し、又は期間を定め

て管理運営業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 
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  ③ 天災その他の不可抗力により業務の継続が困難になった場合には、市と協議する

こと。 

  ④ 前記③のほか、事業の継続が困難になった場合の対応については、双方が誠意を

もって協議し、決定する。 

 

（３）監査 

   市の監査委員等が市の事務を監査する上で必要があると認めるときは、市は帳簿書

類その他の記録を提出させ、並びに監査委員会への出席を求め、及び実地に調査する

ことができる。 

 

１０ モニタリング 

（１）市は、指定期間中の指定管理者の業務の実施状況を把握し、必要なサービス水準を

確保するため、以下のとおりモニタリングを実施する。 

① 業務計画モニタリング 

指定管理者から提出される次年度の業務計画書の内容について、仕様書等に記載

された事項が満たされているか、確認を行う。計画内容によっては、状況確認等

を行う。 

  ② 業務報告モニタリング 

   指定管理者は、年１回、自己評価を含む報告書を提出し、市は当該報告に基づき

状況確認等を行う。 

  ③ 随時モニタリング 

    市は指定管理者から毎月提出される月次報告書等を確認し、管理運営状況の把握

をするとともに、仕様書等に記載された事項の実施状況によっては、必要に応じ

て随時に状況確認を行う。 

 

（２）是正勧告 

  モニタリングの結果、仕様書等に記載された事項の実施状況等に応じ、市は業務改

善の助言、改善指導を行う。改善が見られない場合は、業務の停止や指定の取消しな

どの措置を行うことがある。 

 

１１ 引継ぎについて 

業務引継ぎは、業務引継者、業務引受者及び市が立会の上で行わなければならない。 

（１）業務開始について 

指定管理者は、市の指示により、業務の開始前までに業務の引継ぎ及び各業務の習

得を行うこと。なお、指定管理前の業務引継ぎ等に係る費用については次期指定管理

者の負担とする。 
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（２）業務終了について 

指定管理者は本業務の終了（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第１１項の規定により指定を取り消された場合を含む）に際し、本業務の終了の日

までに、必要な事項を記載した業務引継書等を作成し、市又は市が指定するものとの

間で、円滑かつ支障なく施設の管理業務を実施できるよう、適正な業務引継ぎ等を行

わなければならない。また、指定管理期間終了後は、指定管理者が指定管理料を使用

せず、自らの経費で調達した備品等の撤去を速やかに行い、市へ引き渡すこと。その

際、撤去に要した費用は、全て指定管理者が負担すること。 

 

（３）業務引継書について 

① 業務引継書には、引継ぎの年月日を記載し、業務引継者と業務引受者が連署押印

しなければならない。 

② 業務引継書は、３通を作成し、そのうち２通は業務引継者と業務引受者が各１通

を所持し、１通は市に提出しなければならない。 

（４）引継ぎに関する事項について 

   その他引継ぎに関する詳細については、市が別に定める事項によるものとする。 

 

１２ 協定の締結 

 議会が指定管理者を指定した後、市と指定管理者は、業務を実施する上で必要となる詳

細事項について協議を行い、これに基づき協定を締結する。 

 

（１）協定に定める事項 

  ① 事業計画に関する事項 

  ② 市が支払うべき管理費用に関する事項 

  ③ 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

  ④ 事業報告に関する事項 

  ⑤ その他必要と認める事項 

 

１３ その他留意事項 

（１）指定管理業務以外で都市公園を使用する場合は、山陽小野田市都市公園条例に基づ

く許可を受けなければならない（毎年度提出）。なお、使用に係る費用は指定管理者

が負担し、収入は指定管理者のものとして、指定管理業務とは区別すること。 

 

（２）協定書及び業務仕様書等に定めのない事項の取扱 

協定書及び業務仕様書に定めのない事項が発生したときは、市と指定管理者は誠意

をもって協議するものとする。 

 



別紙１－１

公園維持管理地区一覧表（小野田地区）

番号 種　目 公園名 所在地 面積（ha） 備　考

1 緑地公園 東沖緑地 大字小野田字末広 6.10 庭球場

2 総合公園 二番堤公園 大字小野田字二番溜池及び字江の尻 4.23

3 若山公園 大字小野田字若山の三他 4.58 野外ステージ

4 須恵健康公園 須恵一丁目 3.78 庭球場・体育館

5 縄地ケ鼻公園 大字西高泊字縄地他 4.61

6 高千帆公園 日の出三丁目 0.25

7 旭町公園 大字東高泊字一の貝柄塚　他 0.29

8 桜町公園 中川四丁目 0.25

9 ひばりが丘公園 柿の木坂一丁目 0.29

10 えびす公園 須恵三丁目 0.23

11 くし山公園 くし山二丁目 0.26

12 叶松公園 叶松二丁目 0.56

13 有帆公園 新有帆町 1.20

14 旦公園 大字小野田字二反田二 0.27

15 高千帆ふれあい公園 大字西高泊字平原 0.80

16 浜田公園 大字有帆字六の濱田 0.28

17 西高泊公園 大字西高泊字竜王田他 0.61

18 高泊児童公園 大字西高泊字西大塚 0.33

19 第１号高千帆台児童公園 高千帆二丁目 0.31

20 第２号高千帆台児童公園 高千帆二丁目 0.19

21 大休団地児童公園 大休団地 0.13

22 共和台子供広場 共和台 0.12

23 共和台中央公園 共和台 0.15

24 地産団地児童公園 柿の木坂三丁目 0.15

25 船越青葉台公園 青葉台1924-44 0.22

26 柿の木坂南公園 柿の木坂一丁目 0.18

27 新生町ふれあい公園 新生三丁目 0.31

30.68

北部地区都市公園外施設

地区公園

街区公園

合計
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別紙１－２

公園維持管理地区一覧表（山陽地区）

番号 種　目 公園名 所在地 面積（ha） 備　考

2 緑地公園 厚狭駅南緑地 桜一丁目 0.10

3 総合公園 物見山公園 大字郡字物見山 19.03

4 糸根公園 大字埴生字赤子寝、前場 5.61

5 石山公園 大字福田 3.69

6 常盤公園 大字厚狭字上河原 0.13

7 殿町公園 大字郡字上郡 0.29

8 寝太郎公園 大字鴨庄字焼田 0.18

9 厚陽公園 大字郡字下ノ濱 0.10

10 浜崎公園 大字埴生字浜崎 0.16

11 厚陽団地公園 大字郡字柳 0.17

12 西善寺公園 大字厚狭字上西善時 0.15

13 緑ケ原児童公園 大字厚狭字上東ノ原 0.15

14 西側児童公園 大字埴生字西ケ浴 0.12

15 大沖田児童公園 大字鴨庄字大沖田 0.11

16 中市児童公園 大字埴生下市 0.07

17 天満町児童公園 大字厚狭字下河原 0.10

18 石丸児童公園 大字山川字石丸 0.24

19 萩原児童公園 大字山野井字萩原 0.14

20 大河内児童公園 大字津布田字大河内 0.11

21 山野井児童公園 大字山野井字渡神 0.25

22 梶児童公園 大字郡字沖の二の一 0.11

23 さくら公園 桜二丁目 0.52

24 ねたろうの里公園 桜二丁目 0.12

25 その他 松南公園 大字山川下村東 0.11

33.76

2.00

「ゆめ広場」「千石船」
「わらじ」「桶」
「砂金」の公園
　(別紙1-3、1-4参照）

北部地区都市公園外施設

地区公園

街区公園

合  計

厚狭川河畔寝太郎公園 大字厚狭字石束1 河畔公園
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北部地区（厚狭川河畔公園ほか） 

配置図 

厚狭川河畔公園ゆめ広場 

位置図 

砂金の公園 

～凡 例～ 

     : 管理区域 

厚狭川河畔公園ほか 

別紙１－３ 
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北部地区（厚狭川河畔公園ほか） 

配置図 

別紙１－４ 

～凡 例～ 

     : 管理区域 

位置図 

厚狭川河畔公園ほか 

わらじの公園 

千石船の公園 

桶の公園 



17 

 

別紙２ 

 

山陽小野田市都市公園条例に基づく施設使用料 

 
有料公園施設名 時間区分

使用区分 

午前9時から正午まで 正午から午後5時まで 午後5時から日没

まで 

東沖緑地及び 

須恵健康公園 

庭球場 

一般使用 100円 100円 100円

高校生以下 50円 50円 50円

市外申込者の使用料は、定額の3倍とする。 

須恵健康公園 

体育館 
区分 金額(１時間につき) 

1/3面 100円

半面 150円

2/3面 200円

全面 300円

器具を使用した場合は、次の使用料を加算して徴収する。 

区分 品名 単位 1回につき 

体育器具 バレーボール 一式 410円

バドミントン 一式 100円

インディアカ 一式 100円

卓球 一式 100円

庭球 一式 410円

若山公園 

野外ステージ 
区分 金額 

午前9時から正午

まで 
正午から午後5時

まで 
午後5時から午後10時

まで 
時間区分帯以外 

(1時間につき) 

午前 午後 

1,040円 1,250円 1,570円 200円 310円

業として使用する場合は、上記にかかわらず、1日につき9,420円とする。 

 

備考 

1 使用時間は、準備及び片づけに要する時間を含む。 

2 使用時間に時間区分帯の欄の時間(1 日が単位の場合は 1 日、1 時間が単位の場合は

1 時間)に満たない時間があるときは、当該区分に掲げる時間を使用したものとして

使用料を徴収する。 

3 若山公園野外ステージの時間区分帯以外(1 時間につき)の欄の使用料は、午前 9 時

前及び午後 10 時後の使用について適用する。この場合において、使用時間に 1 時間

未満の端数が生じたときは、1 時間に切り上げて徴収する 

 



別紙３－１

施設等管理

管理１ 管理２ 管理３ 管理４ 管理５ 管理６ 除草 草刈 中低木剪定 高木剪定 消毒 芝刈 施肥 点検

回/週 回/週 回/週 回/週 回/年 回/年 回/年 回/年 回/年 回/年 回/年 回/年 回/年 回/年

東沖緑地 2 1 1 随時 1 3 1.0 0.3 1 2 樹木間伐・テニスコート管理

二番堤公園 0.3 0.3 随時 2

若山公園 2 1 1 3 1.0 0.3 随時 2 松食い虫防除

須恵健康公園 2 1 1 随時 1 12 2 3 1.0 0.3 1 3 1 2 花壇、グラウンド、体育館、テニスコート及び噴水の管理

縄地ケ鼻公園 2 1 2 3 1.0 0.3 1 3 1 2 スイセン管理

高千帆公園 0.3 0.3 随時 2

旭町公園 0.3 0.3 随時 2

桜町公園 0.3 0.3 随時 2

ひばりが丘公園 0.3 0.3 1 2

えびす公園 0.3 0.3 随時 2

くし山公園 0.3 0.3 2 2

叶松公園 0.3 0.3 随時 2

有帆公園 0.3 0.3 随時 2

旦公園 0.3 0.3 随時 2

高千帆ふれあい公園 0.3 0.3 随時 2

浜田公園 0.3 0.3 随時 2

西高泊公園 1 1 0.3 随時 2

高泊児童公園 0.3 0.3 随時 2

第１号高千帆台児童公園 0.3 0.3 随時 2

第２号高千帆台児童公園 0.3 0.3 随時 2

大休団地児童公園 0.3 0.3 随時 2

共和台子供広場 0.3 0.3 随時 2

共和台中央公園 0.3 0.3 随時 2

地産団地児童公園 0.3 0.3 随時 2

船越青葉台公園 0.3 0.3 随時 2

柿の木坂南公園 0.3 0.3 随時 2

新生町ふれあい公園 0.3 0.3 随時 2

・管理１・・・トイレ清掃・点検

・管理２・・・園路清掃・側溝清掃・駐車場清掃・噴水ゴミ取り・園地内点検

・管理３・・・管理棟清掃・点検

・管理４・・・テニスコート清掃

・管理５・・・体育館清掃

・管理６・・・噴水清掃

＊地元からの不定期な園地管理、樹木管理の依頼や台風等の臨時
処置には迅速に対応すること。

＊樹木管理（中低木・高木剪定）については、必要に応じて施行
範囲を市と協議し、実施すること。

公園施設別維持管理業務基準書
樹木管理

その他公園名

園地管理 芝生管理

1
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別紙３－２

施設等管理

管理１ 管理2 管理1 管理2 除草 草刈 中低木剪定 高木剪定 消毒 芝刈 施肥 点検

回/週 回/週 回/月 回/月 回/年 回/年 回/年 回/年 回/年 回/年 回/年 回/年

厚狭川河畔寝太郎公園 2 2 3 1 0.3 随時 2 園路清掃、トイレ掃除等一部外部を除く

厚狭駅南緑地 1 1 0.3 随時 2

物見山公園 1 2 4.5 1 0.3 随時 2 菖蒲管理・園路清掃、トイレ掃除等一部外部を除く

糸根公園 3 3 4 1 0.3 随時 2 アジサイ管理

石山公園 1 1 2 0.3 0.3 随時 2 頂上周辺剪定

常盤公園 1（注） 0.3 0.3 随時 2 注：小さい公園のみ草刈

殿町公園 1 0.3 0.3 随時 2

寝太郎公園 2 1 0.3 0.3 随時 2

厚陽公園 1 0.3 0.3 随時 2

浜崎公園 1 0.3 0.3 随時 2

厚陽団地公園 1 0.3 0.3 随時 2

西善寺公園 1（注） 0.3 0.3 随時 2 注：北側のり面のみ草刈

緑ケ原公園 0.3 0.3 随時 2

西側公園 0.3 0.3 随時 2

大沖田公園 0.3 0.3 随時 2

中市児童公園 1 0.3 0.3 随時 2

天満町児童公園 1 0.3 0.3 随時 2

石丸児童公園 1 0.3 0.3 随時 2

萩原児童公園 1 0.3 0.3 随時 2

大河内児童公園 1 0.3 0.3 随時 2

山野井児童公園 0.3 0.3 随時 2

梶児童公園 1 0.3 0.3 随時 2

さくら公園 2 1 0.3 0.3 随時 2

ねたろうの里公園 1 0.3 0.3 随時 2

松南公園 1 0.3 0.3 随時 2

・管理１・・・トイレ清掃・点検 ＊園地管理、樹木管理（中低木・高木剪定）については、必要の応じて施行範
囲を市と協議し、実施すること。・管理２・・・園路清掃・側溝清掃・駐車場清掃・園地内点検

＊地元からの不定期な園地管理・樹木管理の依頼や台風等の臨時処置には迅速
に対応すること。

公園名

園地管理 樹木管理 芝生管理

その他

公園施設別維持管理業務基準書

1
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市 指定管理者

物価変動 人件費、物件費等物価変動に伴う経費の増 ○

金利変動 金利の変動に伴う経費の増 ○

地域との協調 ○

指定管理者が行う施設管理、運営業務内容等に対する住
民及び施設利用者からの苦情、要望、訴訟への対応

○

上記以外 ○

施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○

指定管理者に影響を及ぼす法令変更 ○

市の指示、議会の不承認等による事業の中止、延期など
（予算案の不承認、政策変更等）

○

上記以外の事由による事業の中止、延期など（不可抗力
※を除く）

○

施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○

一般的な税制変更 ○

市の指示によるもの ○

上記以外の要因によるもの ○

政治、行政的理由
による事業変更

政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支
障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた
場合の経費及びその後の維持管理経費における当該事情
による増加経費負担

○

不可抗力※による施設、設備の修復に伴う業務の変更、
中止

○

不可抗力※による事故等の適切な処理 ○

不可抗力※により第三者に与えた損害 ○

不可抗力※による市所有の施設、設備、備品等の損害で
１件１０万円（消費税及び地方消費税を除く）未満のも
の

○

不可抗力※による市所有の設備、備品、備品等の損害で
上記以外のもの

不可抗力※による指定管理者所有の設備、備品、備品等
の損害

○

仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○

事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤りによるも
の

○

市の指定管理者に対する経費の支払い遅延によって生じ
た事由

○

指定管理者の業者に対する経費の支払い遅延によって生
じた事由

○

法令の変更

事業の中止・変更

税制度の変更

業務内容変更

不可抗力※

双方の協議による

書類の誤り

資金調達

20

周辺地域・住民及
び施設利用者への
対応

別紙４-１

山陽小野田市と指定管理者のリスク分担表

種類 内容
負担者



市 指定管理者

経年劣化による、１件１０万円未満で、年間２００万円
までのもの（消費税及び地方消費税を除く）

○

経年劣化による、１件１０万円以上で、年間２００万円
までのもの（消費税及び地方消費税を除く）

経年劣化による、年間２００万円（消費税及び地方消費
税を除く）を超えるもの

○

市の責任に帰すべき事由によるもの ○

管理者としての注意義務を怠ったことによるもの ○

相手が特定できない第三者の行為により市の所有物の損
害で、１件１０万円（消費税及び地方消費税を除く）未
満のもの

○

相手が特定できない第三者の行為により市の所有物の損
害で、１件１０万円（消費税及び地方消費税を除く）以
上のもの

相手が特定できない第三者の行為により指定管理者の所
有物の損害

○

市の指示による維持管理費の増大 ○

上記以外の要因による維持費の増大 ○

事業実施にあたり市が取得すべき許認可の遅延、執行な
ど

○

事業実施にあたり指定管理者が取得すべき許認可の遅
延、執行など

○

市主催のイベント中のもの ○

指定管理者が行う独自事業の運営上もたらされるもの ○

市の責任に帰すべき理由による事故により第三者に与え
た損害

○

管理者としての注意義務を怠ったことにより第三者に与
えた損害
※ただし、市が加入する「市民総合賠償補償保険」の保
険給付の対象となる場合があります。

○

上記以外の理由により損害を与えた場合 ○

セキュリティ 警備不備による情報漏洩、犯罪発生 ○

運営リスク
大幅な利用者数の減少に伴う収入の減少（不可抗力※を
含む）

利用者数の変動
利用者数の変動による収入の変動（不可抗力※を含む大
幅な利用者数の減少に伴う収入の減少以外のとき）

○

事業評価 業務内容が市の要求する水準に達しない ○

指定管理期間終了時の施設の水準の保持 ○

指定管理業務の期間が終了した場合又は期間途中におけ
る業務を廃止した場合における事業者の撤収費用

○

21

両者の協議により経費
及び損害額を算定し、
負担割合を定める。

事業終了時の費用

※不可抗力…暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、騒乱、暴動、感染症の蔓延等、市又は指定
  管理者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人為的な現象

施設、設備、備
品、資料等の損傷

双方の協議による

双方の協議による

維持管理費

許認可

第三者への賠償

種類 内容
負担者

別紙４-２

山陽小野田市と指定管理者のリスク分担表
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別紙５ 

 

維持管理業務委託仕様書 

 

件  名 作業場所 種  別 規  模 

浄化槽維持管理 

縄地ケ鼻公園 合併処理浄化槽 ２５人槽 

西高泊公園 合併処理浄化槽 ７人槽 

ゆめ広場 合併処理浄化槽 ４０人槽 

桶の公園 単独処理浄化槽 ２５人槽 

わらじの公園 単独処理浄化槽 ２５人槽 

 

【業務内容】 

  維持管理は浄化槽の保守点検、清掃等の業務とし、それぞれの技術上の基準に

従って行うものとする。 

 

１ 保守点検とは浄化槽の点検、調整又はこれに伴う修理をいう。 

（１）運転管理 １回／２月 

    ・機械装置の点検及び運転状況の確認 

    ・消毒薬剤の補充 

    ・汚泥の調整及び接触槽の観察 

    ・その他装置全体の異常個所の点検 

 

２ 清掃とは、浄化槽内に生じた汚泥・スカムなどの引抜きや各装置の洗浄・掃除 

 をいう。 

  （１）引抜きは年１回を原則とするが、各装置の洗浄や掃除については必要に

応じて行う。なお、引抜きの回数及び全量引抜くか適正量とするかは浄化

槽の清掃の技術上の基準に従って行うこと。 

 

３ 提出書類 

業務実績を明らかにするため、点検等の報告書（浄化槽管理台帳）を遅滞なく

提出すること。 

 

４ 疑義 

この仕様書内容及び明記されていないことについて疑義が生じた場合は、業 

務委託者、受託者双方が誠意を持って解決を図るものとする。 
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自 至

Ⅰ　サービス履行の確認

Ⅱ　サービスの質の評価

Ⅲ　サービスの安定性の評価

収入増加の取組は行われたか 3 3 環境整備に努めた。

経費節減の取組は行われたか 3 3 会員の技術力を生かした修繕対応を行い、経費節減を図った。

項　　　目 1次 2次 コメント欄

収
支
状
況

収入の状況はどうか（前年及び計画との比較）
別③に詳細を記入してください

支出の状況はどうか（前年及び計画との比較）

公平に対応している。

ＨＰ等による広報活動は効果的に行われたか 3 HPに開花状況の写真や見ごろを掲載して情報発信に努めている。

利
用
状
況

利用状況はどうか（前年及び計画との比較） 別②に詳細を記入してください

利用者増加のための取組をしたか 3 3 物見山公園の菖蒲を見に市外からもたくさん来てもらえるように、時期の間は
毎日こまめに管理をしている。

サ
ー

ビ
ス
向
上

アンケート等により利用者ニーズの把握に努めているか 2 聞き取りにより意見収集に努めているが、記録として残していない。

利用者の苦情・要望を反映させる取組を行っているか

利用者の満足度は高いか 3 聞き取り調査からは満足度は高いと感じられる。

利用者サービスの向上を図る取組は行われたか 3 草刈り等の維持管理について、特に力を入れて実施している。

特定の利用者を有利又は不利に扱っていないか

項　　　目 1次 2次 コメント欄

- －

労働法令の遵守や雇用・労働条件は適切か 3 3 適切である。

事
業
実
施

事業計画どおりに事業が実施されたか 3 計画どおりに実施されている。

施設の設置目的に沿った自主事業を行ったか

3 その都度従事者に周知して、利用者意見の反映に努めている。

接客態度は良いか 3 適切である。

3 厚狭川河畔寝太郎公園ゆめ広場で行う毎年恒例の「グラウンドゴルフ理事長
杯」には、健康維持や交流の輪を広げる効果がある。

各種報告書等は遅滞なく提出されたか 3 3 遅延なく提出されている。

人
員
配
置
等

人員配置は適切か 3 3 別①に詳細を記入してください

必要な有資格者は適切に配置されているか

職員の資質向上を図る取組（職員研修）は適切に行われたか 3 3 山口県シルバー人材センター連合会主催のリモートによる研修（安全講習、経理、人事
等）に積極的に参加した。

減免申請に対する取扱いは適正か - － 減免規定は無い。

修繕は適切に行われたか 3 3 小さい修繕は速やかに、大きい修繕は市と協議しながら適切に行われている。

個人情報の管理は適切か - －

現金の管理は適切か - －

迅速に対応している。

保安警備業務は適切に行われたか 3 3 事業計画どおりに適切に行なわれている。

外構や植栽等の管理は適切に行われたか 3 3 事業計画どおりに適切に行なわれている。

3 3 事業計画どおりに適切に行なわれている。

清掃業務は適切に行われたか 3 3 事業計画どおりに適切に行なわれている。

項　　　目 1次 2次 コメント欄

管
理
運
営
の
状
況

開館日数及び開館時間は適切か - － 日時を定めている施設はない。

保守管理業務は適切に行われたか

事故、苦情及び緊急時の対応は適切であったか 3 3 迅速に対応している。

事故、苦情及び緊急時の市への連絡は適切であったか 3 3

評 価 対 象 年 度 令和４年度 施 設 所 管 課 都市計画課

指 定 管 理 料 12,464,100円 税込 評 価 年 月 日 R5.6.8

感染症対策等の衛生管理は適切に行われたか 3 3 適切に行われた。

備品や文書の管理は適切に行われたか 3 3 適切に行われた。

指　定　管　理　者　評　価　表

施 設 名 山陽地区都市公園他施設

指 定 管 理 者 公益社団法人山陽小野田市シルバー人材センター

指 定 期 間 R3.4.1 R6.3.31 指 定 期 間 3.0 年

利 用 料 金 制 度 なし ア ン ケ ー ト 未実施

選 定 方 法 公募

3

3

3

3

3 3

3

3

2

3
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別①　人員配置について

別②　利用状況について

別③　収入状況について

別③　支出状況について

総合評価

13,539,956 13,278,500 13,088,581

96 /100

備考 修繕料の増加は、寒波による水道管凍結の影響によるもの。

支出評価

その他（保険料、租税公課） 70,261 73,110 70,800 69,453 ▲ 5.0%
3

合　　計 12,426,897

委託料 699,600 855,659 856,400 724,441 ▲ 15.3%

修繕料 593,808 488,486 330,000 715,532 46.5%

管理費（需用費、役務費、使用料、原材料費） 2,972,852 3,071,215 3,161,440 3,209,773 4.5%

評価

人件費 8,090,376 9,051,486 8,859,860 8,369,382 ▲ 7.5%

内　　訳 R2　実績 R3　実績 R4　計画 R4　実績 対前年比

13,181,067 13,278,500 13,272,559

備考 R3実績に対する、その他（電気料）の増加は、さくら公園への通信基地局設置（継続）によるもの。

収入評価

1
合　　計 12,431,901

その他雑入金 14,771 0 0 0

その他（電気料） 158,934 431,244 534,400 529,585 22.8%

自動販売機収入 315,496 285,723 280,000 278,874 ▲ 2.4%

評価

指定管理料 11,942,700 12,464,100 12,464,100 12,464,100 0.0%

内　　訳 R2　実績 R3　実績 R4　計画 R4　実績 対前年比

0 0 0

備考 該当公園施設無し

利用評価

－
合　　計 0

評価

計　画 総括責任者1名、管理責任者1名、業務責任者1名、清掃班スタッフ8名、維持管理班スタッフ30名、管理人スタッフ11名

実　績 総括責任者1名、管理責任者1名、業務責任者1名、清掃班スタッフ8名、維持管理班スタッフ28名、管理人スタッフ11名

内　　訳 R2　実績 R3　実績 R4　計画 R4　実績 対前年比

令和４年度 山陽地区都市公園他施設

施設所管課で記入してください

前年度 総括責任者1名、管理責任者1名、業務責任者1名、清掃班スタッフ5名、維持管理班スタッフ32名、管理人スタッフ11名



自 至

Ⅰ　サービス履行の確認

Ⅱ　サービスの質の評価

Ⅲ　サービスの安定性の評価

3 3 山口県シルバー人材センター連合会主催のリモートによる研修（安全講習、経
理、人事等）に積極的に参加した。

3 3

感染症対策等の衛生管理は適切に行われたか 3 3 適切に行われている。

現金の管理は適切か

個人情報の管理は適切か

3 小さい修繕は速やかに、大きい修繕は市と協議しながら適切に行われている。

3 3

人
員
配
置
等

人員配置は適切か

職員の資質向上を図る取組（職員研修）は適切に行われたか

労働法令の遵守や雇用・労働条件は適切か

必要な有資格者は適切に配置されているか

事故、苦情及び緊急時の市への連絡は適切であったか

コメント欄

3 3 条例、仕様書どおりに適切に行われている。

3 3 事業計画どおりに適切に行われている。

1次 2次

3 3 事業計画どおりに適切に行われている。

3 3 迅速に対応をしている。事故、苦情及び緊急時の対応は適切であったか

外構や植栽等の管理は適切に行われたか

保安警備業務は適切に行われたか 3 3 事業計画どおりに適切に行われている。

3 事業計画どおりに適切に行われている。3

公募

未実施

清掃業務は適切に行われたか

選 定 方 法

利 用 料 金 制 度 有 ア ン ケ ー ト

基準を満たしている。

3 3 適切である。

3 3 迅速に連絡をしている。

3 3 施錠ができる書庫に入れて保管している。

遅延なく提出されている。

3 3 適切である。

3 3 適正である。減免申請に対する取扱いは適正か

3 3 別①に詳細を記入してください

3

各種報告書等は遅滞なく提出されたか

備品や文書の管理は適切に行われたか 3 3 作業が効率よくできる用具や部品に、順次取り替えを行った。

修繕は適切に行われたか

指 定 管 理 者

施 設 名

R3.4.1 R6.3.31

30,013,500円 税込

評 価 対 象 年 度

小野田北部地区都市公園施設

公益社団法人山陽小野田市シルバー人材センター

3.0 年

令和４年度

指 定 期 間

施 設 所 管 課

評 価 年 月 日

都市計画課

R5.6.8指 定 管 理 料

指 定 期 間

5 5 聞き取り調査からは満足度は高いと感じられる。

庭球場は雨上がり後すぐに利用できるように管理人が整備に努めている。

2 2 聞き取りにより意見収集に努めているが、記録として残していない。

3 3 その都度従事者に周知して、利用者意見の反映に努めている。

3 3 適切である。

3 3 公平に対応をしている。

項　　　目

事
業
実
施 5 5 一般市民を対象に安全管理等の講習会を行い、好評であった。

事業計画どおりに事業が実施されたか 3 3 計画どおりに実施されている。

1次 2次 コメント欄

利用者サービスの向上を図る取組は行われたか 5 5 草刈り等の維持管理について特に力を入れて実施するなど、状況に応じた管
理をしている。

利用状況はどうか（前年及び計画との比較）

経費節減の取組は行われたか 5 5 会員の技術力を生かした修繕対応を行い、経費節減を図った。

支出の状況はどうか（前年及び計画との比較）

5 設備、備品の環境整備に努め、利用促進を図った。

別②に詳細を記入してください

別③に詳細を記入してください

指　定　管　理　者　評　価　表

項　　　目 1次 2次 コメント欄

利用者増加のための取組をしたか 5 5

項　　　目

管
理
運
営
の
状
況

サ
ー

ビ
ス
向
上

利
用
状
況

接客態度は良いか

アンケート等により利用者ニーズの把握に努めているか

保守管理業務は適切に行われたか

開館日数及び開館時間は適切か

利用者の満足度は高いか

特定の利用者を有利又は不利に扱っていないか

利用者の苦情・要望を反映させる取組を行っているか

施設の設置目的に沿った自主事業を行ったか

ＨＰ等による広報活動は効果的に行われたか 3 3 HPに開花状況の写真や見ごろを掲載して情報発信に努めている。

5

収
支
状
況

収入の状況はどうか（前年及び計画との比較）

収入増加の取組は行われたか



別①　人員配置について

別②　利用状況について

別③　収入状況について

別③　支出状況について

単位：人

単位：円

内　　訳 R2　実績 R3　実績 R4　計画 R4　実績

東沖緑地テニスコート 1,884 2,328 2,400 2,850

須恵健康公園テニスコート 3,264 3,971 4,000 4,160

総合評価

小野田北部地区都市公園施設令和４年度

前年度

計　画

実　績

総括責任者1名、管理責任者1名、業務責任者1名、清掃班スタッフ5名、維持管理班スタッフ32名、管理人スタッフ11名

総括責任者1名、管理責任者1名、業務責任者1名、清掃班スタッフ8名、維持管理班スタッフ30名、管理人スタッフ11名

総括責任者1名、管理責任者1名、業務責任者1名、清掃班スタッフ8名、維持管理班スタッフ28名、管理人スタッフ11名

施設所管課で記入してください

7,000 6,940

有料公園施設使用料 1,061,720 1,346,000 1,440,000

合　　計 10,935

R4　実績

1,348,650

指定管理料 28,444,900 30,013,500 30,013,500 30,013,500

単位：円

評価

利用評価

3

備考
須恵健康公園テニスコートNO１～４面、改修工事のため10月3日から12月25日の3カ月間閉鎖。
利用者数は回復傾向にある。

-

13,129 13,400 13,950

対前年比

22.4%

4.8%

1.6%

若山公園屋外ステージ 600 0 0 0

須恵コミュニティ体育館 5,187 6,830

0.0%

R4　計画内　　訳 R2　実績 R3　実績 対前年比

自動販売機収入 597,940 677,494 660,000 700,636 3.4%

0.2%

評価

備考

収入評価

その他雑入金 401,409 0 0 0
1

260,886 ▲ 7.9%

合　　計 30,744,181

その他（電気料） 238,212 283,155 360,000

32,320,149 32,473,500 32,323,672

人件費 19,993,333 20,570,952 22,486,740 21,112,052 2.6%

内　　訳 R2　実績 R3　実績 R4　計画 R4　実績 対前年比 評価

管理費（需要費・役務費・使用料・原材料） 6,664,205 7,218,818 7,125,760 8,073,749 11.8%

935,809 9.6%

修繕料 1,134,517 1,722,199 1,770,000 1,385,843 ▲ 19.5%

委託料 848,318 853,775 914,440 支出評価

その他（保険料・租税公課費） 175,409 177,781 176,560 175,967 ▲ 1.0%
2

30,543,525 32,473,500 31,683,420合　　計 28,815,782

備考
乗用草刈り機、自走式草刈り機、パッカー車の活用で、R3実績並みに労務管理改善と人件費の節減を行っ
た結果、R4計画に対して大幅減となった。R3実績に対する増加は単価の上昇によるもの。
修繕料の減少は、会員の技術力を生かした修繕対応によるもの。

107
/127



　

　

R3～R5 R6～R10

指定管理料 指定管理料

（単年度当たり） （単年度当たり）

38,616 42,669 4,053

2,826 2,757 ▲ 69

41,442 45,426 3,984

28,365 31,028 2,663

13,077 14,398 1,321

41,442 45,426 3,984

北部地区都市公園外施設　指定管理料の算定について （消費税及び地方消費税を含まない）

(単位:千円）

前回管理料との
比較

増減理由

【収入】

指定管理料

施設利用料金 ５か年（H30～R4）の収入実績に基づき減額

支出　計

管理費 R４実績に基づき水道光熱水費、整備等の外部委託費等について物価上昇を見込んだ額

　

収入　計

【支出】 　

人件費 賃金・手当、社保料等を５か年（H30～R4）の実績に基づき増額
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小野田北部地区都市公園施設位置図
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共和台子供広場

共和台中央公園

第１号高千帆台児童公園

第２号高千帆台児童公園

若山公園

二番堤公園

須恵健康公園

叶松公園

えびす公園

桜町公園

東沖緑地

縄地ケ鼻公園

高泊児童公園

旦公園

旭町公園

新生町ふれあい公園

船越青葉台公園

高千帆公園

西高泊公園

くし山公園

浜田公園

有帆公園

大休団地児童公園

ひばりが丘公園

地産団地児童公園

柿の木坂南公園

高千帆ふれあい公園

種　目 № 公園名

緑地公園 1 東沖緑地

総合公園 2 二番堤公園

3 若山公園

4 須恵健康公園

5 縄地ケ鼻公園

6 高千帆公園

7 旭町公園

8 桜町公園

9 ひばりが丘公園

10 えびす公園

11 くし山公園

12 叶松公園

13 有帆公園

14 旦公園

15 高千帆ふれあい公園

16 浜田公園

17 西高泊公園

18 高泊児童公園

19 第１号高千帆台児童公園

20 第２号高千帆台児童公園

21 大休団地児童公園

22 共和台子供広場
23 共和台中央公園
24 地産団地児童公園
25 船越青葉台公園
26 柿の木坂南公園
27 新生町ふれあい公園

地区公園

街区公園

21274
③
北部地区都市公園外施設位置図②






























